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序 章 計画の目的等 

序－１ 計画改定の背景と目的 

【計画改定の背景】 

・本市には、現在 16 団地 977 戸の公営住宅(県営･市営)があり、このうち市営住宅は、13 団

地 833 戸で 85.3％となっている。 

・市営住宅の約 60％にあたる 503 戸は、既に供用から 30 年以上が経過し老朽化が進んでい

ることから、住宅本体に加え設備等も含めた修繕が必要となってきている。 

・2010（平成 22）年 3 月に、修繕、改善、新設などの市営住宅等の活用手法を定め、長寿

命化を目的とした長期的な維持・管理を行うべく、「柏市公営住宅等長寿命化計画」を策定

し、予防保全型の維持管理による市営住宅の保全を進めてきた。 

・2013（平成 25）年に「インフラ長寿命化基本計画【インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議】」、2014（平成 26）年に「国土交通省インフラ長寿命化計画【行動計

画】（国土交通省）」が定められ、公営住宅に限定されない公共施設等（公共建築物及び土木

インフラ）の維持管理を取り巻く環境が大きく変化してきている。 

・特に、2016（平成 28）年の「公営住宅等長寿命化計画策定指針【改定】（国土交通省）」

では、公営住宅の長寿命化への取り組みを通じたライフサイクルコスト（維持管理費用）の

縮減のために、以下の観点での取り組みの強化が求められている。 

  ①定期的な点検等の確実な実施やその結果を踏まえた早期の修繕の実施 

  ②計画的な修繕による予防保全的管理の実施 

  ③長寿命化に資する改善事業の実施 

・また、本市では、2016（平成 28）年に「柏市公共施設等総合管理計画」を定め、公共施

設等（建築物及び土木インフラ）に対する 40 年間の維持管理についての方針を定めており、

「柏市公営住宅等長寿命化計画」についても、この計画との整合が求められている。 

 

【計画改定の目的】 

・本計画では、現在保有している市営住宅等の適切な維持管理を行うために、適切な点検、修

繕、データ管理等を行い、市営住宅等の状況や市営住宅等に対する将来的な需要見通しを踏

まえた各団地・住棟のあり方を考慮した上で、効率的・効果的な団地別・住棟別の維持管理

の方針を定め、長寿命化のための事業実施予定一覧を作成することにより、長寿命化に資す

る予防保全的な管理や改善を計画的に推進し、ライフサイクルコストの縮減等を目指すもの

である。 

 

【2023（令和 5）年見直しの注意点】 

・2023（令和 5）年 3 月時点の市営住宅の管理戸数は、戸張団地 1 戸を除いた 12 団地 832

戸である。 
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序－２ 計画期間 

・本計画は、2019（令和元）年度から 10 年間を計画期間とするが、今後の事業の進捗状況

や社会情勢、上位関連計画等における市営住宅の維持管理に関する要請等を踏まえた見直し

を行うものとする。なお、計画期間内に変更を必要とする場合には、概ね５年ごとに見直し

を実施する。 

 

【計画期間】 
 

2019～2028 年度（10 年間） 
 

序－３ 計画の位置付け 

・本計画は、住生活基本法第 7 条に定める地方公共団体の責務として、住生活基本法計画の全

国計画及び千葉県住生活基本計画に即し、柏市第五次総合計画を上位計画とし、柏市公共施

設等総合管理計画や柏市住生活基本計画をはじめとする関連計画との整合性を保ち、かつ柏

市の住宅特性等を考慮し改定する。 

 

 

 

１ インフラ長寿命化基本計画【インフラ老朽化の推進に関する関連省庁連絡会議／H25.11】 

・国や地方公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に、個別施設毎の

長寿命化計画を核としてメンテナンスサイクルを構築すること、メンテナンスサイクルの実

行や体制の構築等によりトータルコストを縮減・平準化すること、産学官の連携により新技

術を開発・メンテナンス産業を育成することを目的として、国や地方公共団体等が一丸と

なってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進するため、「インフラ長寿命化基本計

画」が策定された。 

・「インフラ長寿命化基本計画」には、将来のめざすべき姿、基本的な考え方、インフラ長寿

命化計画等の策定、必要施策の方向性、国と地方公共団体の役割、産学界の役割等について

の内容が記載されている。  

柏市公営住宅等 

長寿命化計画（改定） 

住生活基本計画 

（全国計画） 

 

 

住生活基本法 
公営住宅等長寿命化計画 

策定指針(改定) 

ｲﾝﾌﾗ長寿命化基本計画(国) 

柏市公共施設等 

総合管理計画 
柏市住生活基本計画 柏市第五次総合計画 
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２ 国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）【国土交通省／2014（平成26）年5月】 

・国土交通省では、「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、国土交通省が管理・所管するあ

らゆるインフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取り組みの方向性を

明らかにする計画として「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定した。 

・「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」において、国土交通省は、各インフラの的

確な維持管理・更新等が行われるよう体制や制度等を構築するという、いわゆる「所管者」

の役割と、各事業等に係る法令等に基づき自らがインフラの「管理者」として的確な維持管

理・更新等を実施する役割を担っている。 

 
 

図 インフラ長寿命化に向けた計画の体系（イメージ） 

出典：国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）【2014（平成 26）年 5 月 国土交通省】 
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３ 柏市第五次総合計画（前期基本計画）【柏市／2016（平成28）年３月】 

 

基本構想 計画期間 2016（平成28）～2025（令和7）年度までの10年間 

まちづく

りの基本

理念 

・未来へつづく先進住環境都市・柏 

～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠点～ 

将来 

都市像 

地域資源が活かされ、人が住まい、集うまちとなること 

・子どもたちが固有の歴史文化や風土、良好な教育環境の中で、未来の

様々な分野の担い手に育ったり、心を癒し潤す恵まれた自然の豊かさ

等がまちづくりに活かされたりしていることで、個々人の誇りや地域

への愛着が高まり、住み続け、集いたくなるまち 

前期 

基本計画 

計画期間 2016（平成28）～2020（令和2）年度までの5年間 

分野別 

計画 

・市で実施している事務事業やサービスは幅広く、多岐にわたっている

ため、7つの分野に大別する 

各分野において基本構想に掲げる重点目標の達成への貢献の有無・程

度が明確化されるよう、施策・取組等を体系化し、目的と手段の関係

を整理し、重点目標の達成に貢献しうる施策を、重点施策と位置づ

け、限りある経営資源を重点的に投入する 

7 マ ネ ジ

メント 

■将来目指すべき方針性 

・持続可能な行政経営を確立・運用する 

 将来都市像や重点目標の達成の裏付けとして、厳しい財政見通しの中

で、必要な財源が継続的に確保できる仕組みづくりに注力する 

 ・公共施設等の最適化を図る 

 人口急増期に多数整備した公共施設等については、財政負担の抑制及

び平準化の観点から適切かつ計画的に対応する。その際、単なる維持

や更新ではなく、今後の人口動態や社会情勢の変化等から、必要な施

設等の種類・規模・立地等が大きく変わることを考慮して進める 

■施策の展開 

7-1 持続可能な行政経営の実現 

1 マネジメントサイクル（PDCA）の活用 

2 歳入確保の強化 

3 歳出抑制の推進 

7-2 公共施設等の最適化 

 1 公共施設等マネジメントの推進 
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４ 柏市公共施設等総合管理計画【柏市／2017（平成29）年3月】 

 

計画期間 2016（平成28）～2055（令和37）年度までの40年 

目的 ・施設白書で明らかになった課題を解決 

・総量の抑制や長寿命化といった取組を積極的に推進 

・財政規模及び社会状況に応じた形での総合的・計画的な公共施設等の管理の実

現 

公共施設

等の管理

に関する

基本的な

考え方 

【建築物系施設の基本方針】 

・施設機能の再編と総量の縮減 

・基本的な保全による施設の長寿命化 

・財産の活用と管理運営費の縮減 

管理に関

する基本

的な方針 

■市営住宅に関する事項 

【サービス】 

・計画的に施設の保全を行い、公共施設を安全・安心に利用できる状況を維持す

るとともに、施設の長寿命化やライフサイクルコストの縮減を図ることを目的

とする。 

【総量縮減】 

・施設機能の再編により、市の保有する施設の総量を延床面積・施設数ベースで

縮減し、財政負担の縮減を図る 

【コスト縮減】 

・柏市第二次行政経営方針や各公営企業の事業方針を踏まえて、市有財産の有効

活用や公共施設の管理運営にかかる費用の縮減に取り組む 

公共施設

等の保有

量の目標 

40年間で施設総量（延床面積）を13％縮減 
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５ 住生活基本計画（全国計画）【国土交通省／2016（平成28）年3月】 

 

計画期間 2016（平成28）～2025（令和7）年度までの10年間 

基本的な 

方針 

・本計画では、住宅政策の方向性を国民に分かりやすく示すことを基本的な方針と

する。そのため、課題に対応するための政策を、多様な視点に立って示し、それ

らの政策を総合的に実施する  

①「居住者からの視点」  

②「住宅ストックからの視点」  

③「産業・地域からの視点」  

という３つの視点から、８つの目標を立てる  

目標 ①「居住者からの視点」 

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

実現 

目標２：高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

 

②「住宅ストックからの視点」 

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅への更新 

目標６：急増する空家の活用・除却の推進 

 

③「産業・地域からの視点」 

目標７：強い経済の実現に貢献する住宅関連産業の成長 

目標８：住宅地の魅力の維持・向上 
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６ 第３次千葉県住生活基本計画【千葉県／2016（平成28）年３月】 

 

計画期間 2016（平成28）～2025（令和7）年度までの10年間 

改定に係

る３つの

視点 

①住宅や住宅地の質の向上と住生活に関わるサービスの充実による地域づくり 

②住宅確保要配慮者への重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの再構築 

③地域特性や居住ニーズを踏まえた多主体連携による地域の活性化 

基本理念 みんなでつくろう！元気なちばの豊かな住生活 

～次世代に引き継ぐ豊かな地域社会と住まいの実現～ 

目標 目標1：若年・子育て世帯、高齢者等が安心して暮らせる豊かな地域社会の実現 

①若年・子育て世帯が安心して暮らせる地域社会づくり 

②高齢者が安心して暮らせる地域社会づくり 

③住宅地等におけるエリアマネジメントの推進 

目標2：住宅のセーフティネットの確保 

①住宅確保要配慮者に対する適切な住宅の確保 

②災害発生時の被災者に対する住宅の確保 

目標3：次世代にも承継される良質な住宅の形成と空家の利活用等の推進 

①良質な住宅の供給促進と住宅性能の確保 

②適切な維持管理とリフォームによる質の向上 

③空家の利活用と適切な管理の推進 

目標4：多様な居住ニーズに応じた住宅市場の環境整備 

①既存住宅の流通の促進 

②賃貸住宅市場の環境整備 

③住まいの情報提供・相談窓口の充実 

④住生活産業の活性化と担い手の育成 

目標5：良好な居住環境の形成 

①安全・安心な居住環境の形成 

②個性ある美しい住宅市街地の形成 

③コンパクトな居住構造の形成 
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７ 柏市住生活基本計画【柏市／2011（平成23）年3月】 

 

計画期間 2011（平成23）～2020（令和2）年度までの10年間 

基本理念 住みたい 住み続けたい みんなにやさしいまち かしわ 

基 本 目 標 と

施策の方向 

目標１ 人口の維持・定着化 

目標２ 住宅ストックの有効活用（流通促進） 

目標３ 高齢化への対応 

目標４ 良質な住宅ストックの維持 

目標5 住宅セーフティネットの形成  

目標6 地球環境への配慮 

市 営 住 宅 に

関する施策 

■目標4 良質な住宅ストックの維持 

 ・市営住宅の改善、長寿命化施策 

  －柏市公営住宅等長寿命化計画の実施 

  －公営住宅ストック総合改善事業の実施 

  －柏市地域住宅計画の実施 

■目標5 住宅セーフティネットの形成 

 ・市営住宅の適正な管理 

  －地方分権化を契機とした入居基準見直し 

  －期間を限定した入居制度の検討 
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第１章 市営住宅等の状況の把握・整理 

１－１ 市の概要 

・現在の柏市の市域に該当する地域は、市内に分布する遺跡から、旧石器時代の紀元前3万年

から1万年頃までさかのぼる事ができ、その後縄文、弥生、古墳時代の遺跡についてもその

近辺に点在することから、この地域は古代人にとって暮らしやすい土地であったことが想像

できる。 

・645（大化元）年には「柏」の属する下総国府が、葛飾郡国府台（市川市）に置かれた。 

・徳川時代には、市域に約30の村が存在したが、支配は非常に錯そうしていた。 

・幕府が廃止され明治となり、1873（明治6）年、木更津、印旛両県を統合し千葉県となっ

た。 

・1869（明治２）年、「失業武士」の開墾事業で、豊四季、十余二などの村落、1889（明

治22）年、村が統合され、千代田村、田中村、富勢村、土村、豊四季村、十余二村が誕生

した。 

・1896（明治29）年9月、日本鉄道土浦線が敷設され、柏駅が開業した。現在のＪＲ常磐線

である。 

これにより「柏」の飛躍的発展が始まり、現在の礎ができることになった。 

・1924（大正13）年、県立東葛飾中学校が千代田村に設立され、1926（大正15）年千代

田村は町制を施行、「柏町」となり、東葛飾地区における教育、産業の中心地としての発展

が始まった。 

・戦後になると、首都東京の近郊都市として、また、通勤者の住宅地帯、蔬菜園芸地帯として

注目され、1949（昭和24）年、常磐線電化、1953（昭和28）年、常磐線南柏駅開設に

より、柏の発展は次第に進んできた。  

・1954（昭和29）年、柏町、小金町、田中村、土村の4町村は町村合併促進法に基づいて合

併、「東葛市」として市制を施行。その後、旧小金町の大半を分離、富勢村の一部を合併し

「柏市」と改称した。 

・2005（平成17）年3月には、市町村の合併の特例に関する法律に基づき、沼南町と合併

し、新市「柏市」が誕生した。 

・2008（平成20）年4月、中核市の指定を受け、千葉県北西部、東葛飾地域の中核都市とし

て新たな歩みを始めている。 
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１－２ 住宅事情の整理 

１ 人口・世帯の推移 

・市の人口は増加傾向を示しており、

2015（平成27）年には413,954

人となっている。人口増加率は、

2000（平成12）～2005（平成

17）年の5年間では1.9％、2005

（平成17）～2010（平成22）年

では6.1％、2010（平成22）～

2015（平成27）年では2.5％の人

口増加となっている。 

・世帯数も人口同様に増加傾向を示

し、2015（平成27）年には

175,691世帯となっている。ただ

し、世帯数の増加率は人口の増加率

に比べて高く、2000（平成12）～

2005（平成17）年の5年間では

6.3％、2005（平成17）～2010

（平成22）年は12.7％、2010

（平成22）～2015（平成27）年

は8.3％となっている。 

・世帯当たりの人員は減少傾向にあ

り、2015（平成27）年には2.4人

となっており、1970（昭和45）

年から45年間で1.4人減少し、核家

族化の進行がみられる。 

 

  

図 人口・世帯数の推移 
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２ 年齢別人口 

・年齢３区分別人口の推移をみると、

0～14歳は25年間で6.7ポイント 

減少し、2015（平成27）年では

12.7％となっている。逆に65歳以

上は16.9ポイント増加、2015（平

成27）年では24.0％となってお

り、少子高齢化が進行している。 

 

 

 

・年齢３区分別人口を実数でみる

と、0～14歳人口の減少、65歳

以上人口の増加により、1990

（平成2）年には0～14歳人口は

65歳以上人口の約2.7倍であった

が、2015（平成27）年では0～

14歳人口は65歳以上人口の約半

数まで減少している。 

 

 

 

 

 

 

・2015（平成27）年の5歳階級別

の人口を見ると、60歳代の団塊

の世代と40歳代の団塊ジュニア

の構成が高くなっている。 

・千葉県においても、ほぼ同様の傾

向となっている。 

 

 

 

 

 

 

19.4

15.9

14.1

13.4

13.5

12.7

73.5

74.9

73.5

70.0

66.2

61.6

7.1

9.2

12.3

16.4

19.8

24.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H2

H7

H12

H17

H22

H27

0～14歳 15～64 65歳以上

6
7
,1

5
4

5
7
,5

7
2

5
2
,8

1
5

5
1
,1

8
6

5
4
,5

7
1

5
2
,7

6
6

2
5
5
,1

4
5

2
7
1
,6

8
9

2
7
4
,8

1
2

2
6
6
,8

3
1

2
6
7
,3

7
4

2
5
5
,0

1
8

2
4
,5

5
9

3
3
,4

5
2

4
6
,1

0
1

6
2
,3

8
3

8
0
,1

2
9

9
9
,1

8
9

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27

（人）

0～14歳 15～64 65歳以上

資料：各年国勢調査 

図 年齢3区分別人口構成比の推移 

資料：各年国勢調査 

図 年齢3区分別人口の推移 
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３ 人口動態の推移 

・減少傾向にあった自然増は、

2017（平成29）年には199人

の自然減に転じている。社会増は

増減を繰り返しており、2017

（平成29）年には3942人増で

ある。2017（平成29）年の人

口増減は、自然増と社会増を合わ

せて3,743人の増加となってい

る。 

・人口の増減をみると年によって大

きく変動しているが、概ね年

2,000～5,000人の幅で増加し

ている。 

 

  

資料：千葉県毎月常在住人口調査年報 

図 人口動態の推移 
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１－３ 住宅ストックの状況 

１ 住宅所有の状況 

・2015（平成27）年の所有形態

別 世 帯 数 を み る と 、 持 ち 家 が

65.2％を占め、借家は30.0％と

なっている。その内訳は、公的借

家(公営･公団･公社)が一般世帯数

の2.9％、民営借家が27.1％と

なっている。 

・持ち家率は1990（平成2）年か

ら増加し、近年はほぼ横ばいを示

しており、2015（平成27）年

には65.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 住宅の規模 

・2013（平成25）年の所有形態

別の平均住宅規模をみると、持ち

家 は 107.2 ㎡ と な っ て お り 、

2003（平成15）年から10年間

で約1.2㎡減少している。一方、

公営・公団・公社の借家、民営借

家 は 2003 （ 平 成 15 ） 年 か ら

2013（平成25）年の間にそれ

ぞれ、6.2㎡、1.8㎡増加してい

る。なお、両借家の規模は共に持

ち家の半分程度となっている。 

  

図 所有形態別世帯数の推移 

図 所有形態別住宅規模の推移 

図 所有形態別世帯数構成比 

資料：各年国勢調査 

資料：各年国勢調査 

資料：各年住宅・土地統計調査 
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３ 家賃 

・2013（平成25）年の民営借家の

１ 畳 当 た り 平 均 家 賃 を み る と 、

3,540円（家賃0円を含む）であ

り、構造別で見ると木造が3,049

円、非木造が3,215円となってい

る。 

 

 

 

４ 居住水準  

・2013（平成25）年の最低居住面

積水準未満世帯率は4.6％で、所有

形態別では、持ち家は0.8％と少な

いが、借家は13.3％となってい

る。 

・借家における最低居住面積水準未満

世 帯 率 は 民 営 借 家 （ 木 造 ） が

14.7％、民営借家（非木造）が

16.0％となっているが、公営の借

家が0.0％となっており、現在は全

ての住宅が最低居住面積水準以上と

なっている。なお内訳は下記＜参考

＞表のとおり。 

 

項目 合計 
最低居住面積水準 

未満 

最低居住面積水準以上 

誘導居住水準未満 
誘導居住水準以上 

主世帯総数 165,360 7,540 62,740 95,080 

持ち家 108,200 820 29,850 77,530 

借家 50,640 6,720 26,370 17,550 

公営の借家 910 0 300 610 

民営借家（木造） 14,120 2,080 8,890 3,150 

民営借家（非木造） 26,800 4,280 13,980 8,540 

給与住宅 5,050 130 1,530 3,390 

 

 

 

１畳当たりの家賃 
家賃 0 円を 

含む 

家賃 0 円を 

含まない 

所
有
形
態 

借家（専用住宅）総数 3,167 3,235 

公営の借家 919 919 

民営借家 3,540 3,614 

給与住宅 1,563 1,632 

構
造 

木造 3,049 3,184 

非木造 3,215 3,256 

表 １畳当たりの家賃（2013（平成25）年）      

単位：円 

図 所有形態別居住面積水準別世帯数構成比（2013（平成25）年） 

表 所有形態別居住水準別世帯数（2013（平成25）年）                    単位：世帯 

資料：住宅・土地統計調査 

資料：住宅・土地統計調査 

資料：住宅・土地統計調査 
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・2013（平成 25）年の世帯人員別

の最低居住面積水準未満世帯率は6

人以上世帯が最も高く 10.8％と

なっている。 

・2人世帯以上については世帯数が増

加するに従い最低居住面積水準未

満率が増加する傾向となってい

る。 

 

 

 

５ 高齢者居住 

・2015（平成27）年の

住宅所有形態別の高齢者の

いる世帯人員別の状況をみ

ると、民営の借家、間借り

に居住する高齢単身世帯が

半数を超えている。 

・高齢単身世帯の状況をみる

と、民営の借家が2.837世

帯、公営・都市機構・公社

の借家が1,324世帯で、民

営借家に居住する世帯は公

営・都市機構・公社の借家

の約2倍となっている。 

 

 

 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人以上 計 

住宅に住む一般世帯数 14,422  28,565   12,363   4,410   3,387  63,147  

持ち家 10,002  25,699   11,440   4,120   3,253  54,514  

公営・都市機構・公社の借家  1,324   1,162   315   69   14   2,884  

民営の借家  2,837   1,549   565   203   100   5,254  

給与住宅  46   54   14   8   6   128  

間借り  213   101   29   10   14   367  

 

 

 

 

図 所有形態別高齢者世帯人員別世帯数（2015（平成27）年） 

資料：国勢調査 

図 世帯人員別居住水準別世帯数（2013（平成25）年） 

図 所有形態別高齢者世帯人員別世帯数の構成（2015（平成27）年） 

資料：国勢調査 
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・高齢者のための設備がある

住宅は、66.2％となって

い る が 、 持 ち 家 で は

69.7％であるのに対して

借 家 で は 43.3 ％ と 低 く

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 高齢者のための設備がある住宅数（2013（平成 25）年） 

資料：住宅・土地統計調

査 
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１－４ 市営住宅等の状況 

１ 市営住宅管理戸数 

・市営住宅は13団地あり管理戸数は833戸ある。そのうち公営住宅は713戸であり、また、

改良住宅は4棟96戸（高野台改良住宅団地）、市単独住宅は1棟24戸（向原団地）である。 

・構造別では832戸が耐火構造で管理戸数の約99.9％を占め、1戸が木造で約0.1％である。 

・2022（令和4）年3月現在の市営住宅は12団地あり管理戸数は832戸ある。そのうち公営

住宅は712戸であり、構造別では832戸全てが耐火構造である。 

 

表 市営住宅等管理戸数 

 

2 異なる事業主体の公営住宅の概要 

・市内には、県営住宅として柏中原、柏逆井、沼南高柳団地の3団地144戸が立地している。 

 

表 県営住宅管理戸数 

団地名 建設年度 木造 中層耐火 高層耐火 合計 

1 柏中原団地 1978  30 戸  30戸 

2 柏逆井団地 1979  60 戸  60戸 

3 沼南高柳団地 1980  54 戸  54戸 

合計  - 144戸 - 144戸 

 

  

団地名 建設年度 
木造 

簡易耐火 
中層耐火 高層耐火 合計 

1 根戸団地 1968～1972  152 戸  152戸 

2 宿連寺団地 1974  32 戸  32戸 

3 高田団地 1976～1978  54戸  54戸 

4 逆井団地 1979～1982  72戸  72戸 

5 逆井第２団地 1987  12戸  12戸 

6 東十余二団地 1984  24戸  24戸 

7 市営北柏（A,B,C,D棟） 1991,1994,1997  
18戸 

(D棟) 

124戸 

(A,B,C棟) 
142戸 

8 市営北柏（E棟） 2000   
40戸 

（E棟） 
40戸 

9 塚崎団地 1995～1999  136戸  136戸 

10 戸張団地 1955 木 1 戸   1戸 

11 高柳第３団地 1971 簡 48 戸   48戸 

12 向原団地 1971  24戸  24戸 

13 高野台改良住宅団地 1964～1967  96 戸  96戸 

合計  1戸 668戸 164戸 833戸 

構成比  0.1％ 80.2％ 19.7％ 100％ 

資料：「千葉県の住宅」（2017） 

 

 

資料：住宅政策課 
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3 立地状況 

・12団地のうち高柳団地を除くすべての団地が市街化区域内に立地している。 

・各団地の周辺500ｍ圏内の施設状況をみると、駅やバス停、商業施設はほとんどが圏内にあ

るが、病院･診療所や高齢者等福祉施設はほとんどが圏外となっている。 

 

 

注：●は老朽化のため、現居住者の退去をもって廃止する予定の住宅を示す。 

  資料：柏市公共施設等総合管理計画「施設白書編」 
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表 交通利便状況と周辺施設の状況 

団地名 500ｍ範囲内の施設 

駅 

バス停 

保育園 

幼稚園 
小学校 中学校 商業施設 

病院 

診療所 

高齢者等

福祉施設 

根戸団地 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 

宿連寺団地 × 〇 × 〇 〇 × 〇 

高田団地 〇 〇 × × 〇 〇 × 

逆井団地 〇 × 〇 〇 × × × 

逆井第２団地 〇 × 〇 〇 × × × 

東十余二団地 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 

市営北柏 

（A,B,C,D棟） 
〇 〇 × 〇 〇 × 〇 

市営北柏 

（E棟） 
〇 〇 × 〇 〇 × 〇 

塚崎団地 〇 × 〇 〇 〇 × × 

戸張団地 〇 × × × 〇 × × 

高柳第３団地 〇 〇 × × 〇 × × 

向原団地 〇 〇 × 〇 〇 〇 × 

高野台改良住宅団地 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 

※ 周辺施設は団地境界線から直線距離 500m 以内                   
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４ 市営住宅の状況 

・東十余ニ団地と市営北柏（B、D、E棟）は、一部、高齢者向け住戸および障害者向け住戸仕

様となっている。 

・市営北柏には、D棟を除きエレベーターが設置されている。 

 

 

  

区　分 名　　称
敷　地
 (㎡)

総延床面積
 (㎡)

総管理戸数 棟数 建設年度 号　棟 構　造 構造 階　数 住宅タイプ 管理戸数

Ｓ43 ５号棟 ＲＣ 中耐 4 2K 40
Ｓ44 ６号棟 ＲＣ 中耐 4 3K 40
Ｓ45 ７号棟 ＲＣ 中耐 4 3K 40
Ｓ47 ８号棟 ＲＣ 中耐 4 3K 32

宿連寺団地 1,794.75 1,725.12 32 1 Ｓ49 ９号棟 ＲＣ 中耐 4 3DK 32
Ｓ51 １０号棟 ＰＣ 中耐 3 3DK 18
Ｓ52 １１号棟 ＰＣ 中耐 3 3DK 18
Ｓ53 １２号棟 ＰＣ 中耐 3 3DK 18
Ｓ54 １３号棟 ＲＣ 中耐 3 3DK 18
Ｓ55 １４号棟 ＰＣ 中耐 3 3DK 18
Ｓ56 １５号棟 ＰＣ 中耐 3 3DK 18
Ｓ57 １６号棟 ＰＣ 中耐 3 3DK 18

逆井第２団地 1,415.84 791.26 12 1 Ｓ62 １７号棟 ＰＣ 中耐 3 3DK 12
3DK 11

車椅子3DK 1
3DK 11

車椅子3DK 1
3DK 30
2DK 10
3DK 12
2DK 31

車椅子2DK 4
1DK 4
3DK 19
2DK 14
3DK 6

車椅子3DK 2
2DK 10
2DK 18

2DK(ｼﾙﾊﾞｰ) 12
1DK(ｼﾙﾊﾞｰ) 8
車椅子1DK 2

3DK 8
2DK 2
1DK 4
3DK 8
2DK 4
3DK 8
2DK 4
3DK 8
2DK 4
3DK 12
2DK 4
1DK 4
3DK 8
2DK 4
3DK 18
2DK 6
3DK 18
2DK 6
3DK 4
2DK 2

戸張団地 165.00 34.71 1 1 S30 - 木造 木造 1 3K 1
１号棟 ＰＣ 中耐 2 7
２号棟 ＰＣ 中耐 2 3
３号棟 ＰＣ 中耐 2 3
４号棟 ＰＣ 中耐 2 7
５号棟 ＰＣ 中耐 2 5
６号棟 ＰＣ 中耐 2 4
７号棟 ＰＣ 中耐 2 6

１０号棟 ＰＣ 中耐 2 6
１１号棟 ＰＣ 中耐 2 4
１２号棟 ＰＣ 中耐 2 3

公共住宅 向原団地 954.47 1,019.01 24 1 Ｓ46 - ＲＣ 中耐 4 3K 24
Ｓ39 １号棟 ＲＣ 中耐 4 2K 24
Ｓ40 ２号棟 ＲＣ 中耐 4 2K 24
Ｓ41 ３号棟 ＲＣ 中耐 4 2K 24
Ｓ42 ４号棟 ＲＣ 中耐 4 2K 24

合　計 64,851.08 48,270.29 833 47 45 155 833

市営住宅

96

6,639.10

3,147.96

4,419.00

1,557.69

9,952.55

10,648.24

1,985.60

3,559.24

152

54

72

24

142

40

136

48 1DKS46

８号棟H10 ＰＣ 中耐 4

７号棟H9 ＰＣ 中耐 4

９号棟H11 ＰＣ 中耐 3

５号棟H8 ＰＣ 中耐 3

６号棟H9 ＰＣ 中耐 3

３号棟H7 ＰＣ 中耐 3

４号棟H8 ＰＣ 中耐 3

１号棟H7 ＰＣ 中耐 3

２号棟H7 ＰＣ 中耐 3

Ｄ　棟Ｈ6 ＲＣ 中耐 4

Ｅ　棟Ｈ12 ＲＣ 高耐 7

7

Ｃ　棟Ｈ6 ＲＣ 高耐 7

Ａ　棟Ｈ3 ＳＲＣ 高耐 10

Ｂ　棟Ｈ9 ＲＣ 高耐

3,534.25

5,969.61

3,119.22

8,469.57

4,323.75

15,520.00

5,138.48

7,145.62

１号棟Ｓ59 ＲＣ 中耐 3

２号棟Ｓ59

2,790.81

ＲＣ 中耐 3

改良住宅
高野台改良住宅
団地

市営住宅（政
策空家）

根戸団地

高田団地

逆井団地

東十余二団地

4

3

4

2

4

1

9

12

4

市営北柏
（A,B,C,D棟）

市営北柏
（E棟）

塚崎団地

高柳第３団地

7,300.52

表 団地の詳細 

資料：住宅政策課 

 簡耐 
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５ 建設年度 

・1965（昭和40）年～1974（昭和49）年に建設された公営住宅が328戸で最も多く、柏

市が現在管理している公営住宅のうち約39.4％（328/833戸）がこの時期に建設されて

いる。 

それ以降は１０年間で100戸～230戸の公営住宅が整備されてきた。なお、2006（平成

18）年以降の新たな公営住宅建設は行われていない。 

・1955（昭和30）年～1964（昭和39）年に建設された公営住宅は、木造が1棟含まれて

いる。その他の建物は耐火構造である。 

 

 

 

 

  

資料：住宅政策課 

図 構造別建設施設数の推移 
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６ 住戸規模 

・住戸の規模は、50㎡台が32.4％と最も多く、次いで30㎡台が29.9％、 

60㎡台が22.4％、40㎡台が14.9％、70㎡以上が0.4％となっている。 

・最低居住面積水準の観点から市営住宅の規模別構成を見ると、2人（30㎡台）が29.9％、

3人（40㎡台）が14.9％、4人（50㎡台）が32.4％、5人（60㎡台）が22.4％、6人以

上（70㎡以上）が0.4％となっている。 

・1965（昭和40）～1974（昭和49）年には50㎡台以下が多く供給されたが、1975（昭

和50）年以降は50㎡台以上となっている。 

 

表 規模別建設年度別戸数 
 

30～ 

40 ㎡ 

40～ 

50 ㎡ 

50～ 

60 ㎡ 

60～ 

70 ㎡ 

70 ㎡以

上 
合計 

1955（昭和 30）～

1964（昭和 39） 
24 0 0 0 0 24 

1965（昭和 40）～

1974（昭和 49） 
216 112 0 0 0 328 

1975（昭和 50）～

1984（昭和 59） 
0 0 147 2 1 150 

1985（昭和 60）～

1994（平成 6） 
0 0 24 77 2 103 

1995（平成 7）～

2004（平成 16） 
8 12 99 108 0 227 

2005（平成 17） 

以降 
0 0 0 0 0 0 

合計 249 124 270 187 3 833 

割合 29.9% 14.9% 32.4% 22.4% 0.4% 100.0% 

 

 

図 住戸規模別構成比 

 

 

  

資料：住宅政策課 

資料：住宅政策課 

29.9% 14.9% 32.4% 22.4%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30~40㎡ 40~50㎡ 50~60㎡ 60~70㎡ 70㎡以上
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・タイプ別では、３ＤＫが42.6％と最も多く、次いで3Ｋが16.4％、2Ｋが16.3％と 

なっている。 

 

図 住戸タイプ別構成比 

 

 

 

表 規模・タイプ別戸数 

名  称 住宅タイプ 木造 簡耐 中耐 高耐 総計 

根戸団地 
２Ｋ   40  40 

３Ｋ   112  112 

宿連寺団地 ３ＤＫ   32  32 

高田団地 ３ＤＫ   54  54 

逆井団地 ３ＤＫ   72  72 

逆井第２団地 ３ＤＫ   12  12 

東十余二団地 
３ＤＫ   22  22 

３ＤＫ(車椅子）   2  2 

市営北柏 

１ＤＫ    4 4 

１ＤＫ(車椅子）    2 2 

１ＤＫ(シルバー)    8 8 

２ＤＫ   10 73 83 

２ＤＫ(車椅子）    4 4 

２ＤＫ(シルバー)    12 12 

３ＤＫ   6 61 67 

３ＤＫ(車椅子）   2  2 

戸張団地 ３Ｋ 1    1 

高柳第３団地 １ＤＫ  48   48 

塚崎団地 

１ＤＫ   8  8 

２ＤＫ   36  36 

３ＤＫ   92  92 

向原団地 ３Ｋ   24  24 

高野台改良住宅団地 ２Ｋ   96  96 

総計   1 48 620 164 833 

 

 

  

16.3% 16.4% 8.4% 16.2% 42.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２Ｋ ３Ｋ １ＤＫ ２ＤＫ ３ＤＫ

資料：住宅政策課 

（単位：戸数） 

資料：住宅政策課 
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７ 市営住宅の修繕・改善の履歴 

・修繕・改善の履歴としては、修繕・改善の周期に対応した外壁及び屋上の改修工事を実施し

ながら、居住環境の改善のための共用部分改修(手すりの設置)を行っている。 

・改良住宅でも、公営住宅と同様に、外壁及び屋上の改修工事を実施している。なお、「柏市

公営住宅等長寿命化計画（2010（平成22）年3月）」においては、以下の事業の実施が位

置づけられており、2011（平成23）～2017（平成29）年度において事業が行われてい

る。 

 

表 市営住宅の改善履歴 

 

  

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

5 40 RC S43 屋上 外壁  給水
防水
外壁

6 40 RC S44 屋上 外壁  給水
防水
外壁

7 40 RC S45 屋上 外壁
防水
給水

 

8 32 RC S47 屋上 外壁  給水
防水
外壁

宿連寺 9 32 RC S49 屋上 外壁   
防水
外壁

10 18 PC S51 屋上 外壁 手摺 ガス 防水

11 18 PC S52 屋上 外壁 手摺 ガス 防水

12 18 PC S53 屋上 外壁 手摺 ガス 防水

13 18 PC S54 屋上 外壁  手摺  
防水
外壁

14 18 PC S55
防水
外壁
手摺

15 18 PC S56 屋上 外壁 手摺  
防水
外壁

16 18 PC S57 屋上 外壁  手摺  
防水
外壁

逆井第２ 17 12 RC S62 屋上 外壁  

1 12 RC S59 屋上 外壁
防水
外壁

2 12 RC S59 屋上 外壁
防水
外壁

A 40 SRC H3
竣工
年度

EV
防水
外壁

B 51 RC H9
竣工
年度

 
防水
外壁

C 33 RC H6
竣工
年度

防水
外壁

EV

D 18 RC H6
竣工
年度

防水
外壁

E 40 RC H12
竣工
年度

 
防水
外壁

1 14 PC H7
竣工
年度

 
防水
外壁

2 12 PC H7
竣工
年度

 
防水
外壁

3 12 PC H7
竣工
年度

  
防水
外壁

4 12 PC H8
竣工
年度

 
防水
外壁

5 20 PC H8
竣工
年度

 
防水
外壁

6 12 PC H9
竣工
年度

  
防水
外壁

7 24 PC H9
竣工
年度

  
防水
外壁

8 24 PC H10
竣工
年度

  
防水
外壁

9 6 PC H11
竣工
年度

  
防水
外壁

1 24 RC S39 外壁 屋上   外壁 防水

2 24 RC S40 屋上 外壁  
防水
外壁

3 24 RC S41 屋上 外壁  
防水
外壁

4 24 RC S42 屋上 外壁
防水
外壁

向原 24 RC S46 屋上 外壁  
防水
外壁

塚崎

高野台

根戸団地

高田

東十余ニ

市営北柏

逆井

修繕・改善事業の内容

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

資料：住宅政策課（202５（令和７）年時点）

点） 
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８ 団地別劣化状況調査 

・2018（平成30）年8月に実施した外観目視による現地調査の結果を踏まえ、計画期間内で

の修繕及び改善の対応が必要と考えられる劣化状況を整理する。 

表 公営住宅等に関する現地調査の結果 

 

  

他

給
湯
設
備

浴
室
防
水

結
露

雨
漏
り
跡

住
戸
内
の
段
差

住
戸
内
手
す
り

浴
槽
高
齢
対
応

便
器
高
齢
対
応
・
洋
式
便
器

流
し
台
、

洗
面
台

廊
下
・
階
段
手
す
り

誘
導
ブ
ロ
ッ

ク

バ
ル
コ
ニ
ー

ア
ル
ミ
化

開
口
部
の
ｱ
ﾙ
ﾐ
ｻ
ｯ
ｼ

耐
震
性
・
耐
震
診
断

爆
裂

外
壁

屋
上
・
屋
根

給
排
水
管

雨
漏
り

バ
ル
コ
ニ
ー

敷
地
内
バ
リ
ア
フ
リ
ー

ポ
ン
プ
室

給
水
・
揚
水
ポ
ン
プ

高
架
水
槽

1 戸張団地 1

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ － × ○ ○ × × ・ △ ○ × － × ○ ・

3 宿連寺団地 3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ － ○ ○ ○ × △ ・ △ ○ ○ △ ・ △ ・

3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ － － ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ○ － ・ △ ・

4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ － － ○ ○ ○ ○ ・ ・ ・ ・ － ・ ○ ○

6 逆井第２団地 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・ ・ ・ ○ － ・ ○ ○

2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○

5 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ －

9 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ・ ○ × ○ ○ ・ ○ ○

4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ － － ○ ○ ○ △ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ －

11 向原団地 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ － × ○ ○ × ○ ・ △ △ × － ・ ○ －

12 高柳第３団地 12

：計画期間内に確実な工事の実施が必要な箇所（該当なし） ○ ：問題が無いと考えられる箇所
：計画期間内に工事実施を行うべき劣化が確認される箇所 △ ：軽微な劣化が見受けられる箇所
：計画期間内における工事実施が望ましい箇所（該当なし） × ：財政的な余裕があれば改善を行う事が望ましい箇所

：劣化は見られないが、改善事業の必要性を検討すべき箇所（該当なし） － ：調査項目が存在していない箇所

・ ：現地確認ができなかった箇所

東十余二団地

8 市営北柏

9 塚崎団地

10 高野台改良住宅団地

2 根戸団地

4 高田団地

住棟

設備
安全性 の確保福祉対応 長寿命化居住性 確保

外
構

No 市営住宅名
棟
数

5 逆井団地

7

7
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表 市営住宅の現地調査結果の概要 

住宅名 結果概要 

根戸団地 【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆バルコニーのアルミ化（写真①） 

・バルコニー手すりに錆が生じており、安全性確保の観点からアルミ製手すりに取替えが必

要 

◆外壁、基礎及びポンプ室のコンクリート補修（写真②、③、④、⑤） 

・下記修繕項目が確認されるため、安全性確保の観点からコンクリート補修が必要 

・軒下及びバルコニー下部において鉄筋が露出し、外壁の塗装の浮きも確認された 

・基礎において、コンクリートの破損が確認された 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆外壁塗装の剥がれ（写真⑥） 

・ポンプ室の外壁塗料が剥がれており、安全性確保の観点から塗替えることが望ましい 

◆コンクリートの補修及び共用階段のすべり止めの取替え（写真⑦） 

・コンクリートが破損し、共用階段のすべり止めが浮いており、安全性確保の観点から補

修・取替えが望ましい 

◆敷地内誘導ブロックの設置 

・福祉対応の観点から、敷地内の階段や段差等の前に誘導ブロックを設置することが望まし

い 
 

①バルコニー手すりの錆 
 

②鉄筋の露出  
（軒下） 

③鉄筋の露出 
（バルコニー下部） 

④外壁塗装の浮き 
 

⑤基礎の破損 
 

⑥外壁塗装の剥がれ 
（ポンプ室） 

⑦階段すべり止め部の浮き 
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住宅名 結果概要 

宿連寺 

団地 

【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆軒下部の爆裂（写真①） 

・軒下において爆裂によってコンクリートが剥落しており、安全性確保の観点からコンクリー

トの補修が必要 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆外壁塗装の剥がれ（写真②） 

・外壁において塗装が剥がれており、安全性確保の観点から塗替えることが望ましい 

◆給水ポンプの錆及び損傷（写真③） 

・給水ポンプにおいて錆及び損傷が確認され、供給処理機能の維持のため取替えが望ましい 

◆駐輪場の柱部の腐食（写真④） 

・団地内駐輪場の柱部において腐食が生じており、安全性確保の観点から補修することが望ま

しい 

◆敷地内誘導ブロックの設置 

・福祉対応の観点から、敷地内の階段や段差等の前に誘導ブロックを設置することが望ましい 
 

 

 

 

 

 

 

①軒下の爆裂 

 

 

 

 

 

 

②外壁塗装の剥がれ 

 

 

 

 

 

 

③給水ポンプの錆及び損傷 

 

 

 

 

 

 

④駐輪場柱の腐食 

  

 

住宅名 結果概要 

高田団地 【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆バルコニーのアルミ化（写真①） 

・バルコニー手すりに錆が生じており、安全性確保の観点からアルミ製手すりに取替えが必要 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆駐輪場柱部の基礎の崩壊（写真②） 

・団地内駐輪場の柱部の基礎が崩壊し、柱部に腐食が生じており、安全性確保の観点から補修

することが望ましい 

◆敷地内誘導ブロックの設置 

・福祉対応の観点から、敷地内の階段や段差等の前に誘導ブロックを設置することが望ましい 
 

 

 

 

 

 

 

①バルコニー手すりの錆 

 

 

 

 

 

 

②駐輪場柱部の基礎崩壊 
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住宅名 結果概要 

逆井団地 【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆バルコニーのアルミ化（写真①） 

・バルコニー手すりに錆が生じており、安全性確保の観点からアルミ製手すりに取替えが必要 

◆集会室基礎部分の爆裂（写真④） 

・集会所の基礎部分において爆裂によってコンクリートが剥落しており、補修が必要 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆擁壁の一部崩壊（写真②） 

・擁壁の一部が崩壊しており、安全性確保の観点から補修することが望ましい 

◆外灯の錆（写真③） 

・敷地内の外灯に錆が生じており、美観を損なっている 

◆集会所基礎部分のコンクリートの剥離（写真⑤） 

・集会所の基礎部分においてコンクリートが剥離しており、補修することが望ましい 

◆敷地内誘導ブロックの設置 

・福祉対応の観点から、敷地内の階段や段差等の前に誘導ブロックを設置することが望ましい 
 

 

 

 

 

 

 

①バルコニー手すりの損傷 

 

 

 

 

 

 

②擁壁の一部分崩壊 

 

 

 

 

 

 

③外灯の錆 

 

 

 

 

 

 

④集会室基礎部分の爆裂 

 

 

 

 

 

 

⑤基礎コンクリートの剥離（集会所） 
 

住宅名 結果概要 

逆井第２ 

団地 

【計画期間内において対応が必要又は望まれる修繕・改善】 

・早期対応が必要な劣化等は確認されなかった 

住宅名 結果概要 

東十余二 

団地 

【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

・早期対応が必要な劣化は確認されなかった 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆共用階段におけるコンクリートの剥落及び塗装の剥がれ（写真①、②） 

・共用階段においてコンクリートの剥落及び塗装の剥がれが生じており、補修することが望ま

しい 
 

 

 

 

 

 

 
①コンクリートの剥落 

 
 
 
 
 
 

②塗装剥がれ 
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住宅名 結果概要 

市営北柏 

 

【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆共用階段及び共用廊下天井部分におけるひび割れ（写真①②） 

・共用階段及び共用廊下においてコンクリートのひび割れが生じており、補修が必要 

◆共用階段の爆裂（写真③） 

・共用階段において爆裂によってコンクリートが剥落しており、安全性確保の観点からコンク

リートの補修が必要 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆駐車場内の段差（写真④） 

・駐車場内において地盤隆起による段差が生じており、補修することが望ましい 

◆共用部のガラスブロックの損傷（写真⑤） 

・共用部のガラスブロックが割れており、補修することが望ましい 
 

①コンクリートのひび割れ 
（共用階段） 

②コンクリートのひび割れ 
（共用廊下） 

③爆裂 
（共用廊下天井部分） 

 

 

 

 

 

 

④駐車場内の段差 

 

 

 

 

 

 

⑤ガラスブロックの割れ 
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住宅名 結果概要 

塚崎団地 【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆集会所外壁部分における爆裂（写真①） 

・集会所の外壁部分において爆裂によってコンクリートが剥落しており、補修が必要 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆軒先におけるコンクリートのひび割れ及び崩落と雨漏り跡（写真②③） 

・軒先部分においてコンクリートのひび割れ及び崩落と雨漏り跡も確認され、コンクリート

の補修及び外壁塗装を行うことが望ましい 

◆外壁のひび割れ（写真④） 

・外壁部分においてひび割れが生じ、中から錆汁が流出しており、補修することが望ましい 

◆バルコニー外壁の剥離（写真⑤） 

・バルコニーの外壁においてコンクリートが剥離しており、補修することが望ましい 

◆集会室の基礎の割れ（写真⑥） 

・集会室の基礎部分においてコンクリートの割れが生じており、補修することが望ましい 
 

 

 

 

 

 

 

①外壁の爆裂 

 

 

 

 

 

 

②ひび割れと雨漏り跡 

 

 

 

 

 

 

③軒先部分の崩壊 

 

 

 

 

 

 

④外壁のひび割れ及び錆汁 

 

 

 

 

 

 

⑤コンクリートの剥離 

 

 

 

 

 

 

⑥基礎の割れ 
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住宅名 結果概要 

高野台 

改良住宅 

団地 

【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆共用階段の天井部分における爆裂（写真①） 

・共用階段の天井部分において爆裂によってコンクリートが剥落しており、補修が必要 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆外壁塗装の剥がれ及び浮き（写真②③） 

・外壁塗装に剥がれ及び浮きが生じ、部分的に錆汁が流出しており、塗替えることが望まし

い 
 

 

 

 

 

 

 

①爆裂 

 

 

 

 

 

 

②外壁塗装の剥がれ・浮き 

 

 

 

 

 

 

③外壁塗装の剥がれ 
 

住宅名 結果概要 

向原団地 【計画期間内において対応が必要となる修繕・改善】 

◆バルコニーの天井部分における爆裂（写真①） 

・バルコニーの天井部分において爆裂によってコンクリートが剥落しており、補修が必要 
 
【修繕・改善周期の観点から実施の可否の検討が必要な修繕・改善】 

◆基礎部分のコンクリートの剥がれ（写真②） 

・基礎部分においてコンクリートの剥がれが生じており、補修することが望ましい 

◆擁壁における鉄筋の露出（写真③） 

・擁壁において鉄筋が露出しており、補修することが望ましい 
 

 

 

 

 

 

 

①バルコニー雨漏り・爆裂 ②コンクリートの剥がれ ③鉄筋の露出 
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１－５ 市営住宅等の入居者の状況 

１ 入居の状況 

・市営住宅833 戸のうち空家が123 戸で空家となっているが、高柳第3団地の37戸は政策空

家であり、実質的な空家は86戸となっている。 

・空家については、退去時に順次工事を行い、入居者への募集を行っている。 

 

表 空家の状況 

 団地名 
管理戸数 

（戸） 

入居世帯 

（世帯） 

空家 

（戸） 

空家率 

（％） 
備考 

1 根戸団地 152  109  43  28.2    

2 宿連寺団地 32  23  9  28.1    

3 高田団地 54  41  13  24.0    

4 逆井団地 72  51  21  29.1    

5 逆井第２団地 12  9  3  25.0    

6 東十余二団地 24  23  1  4.1    

7 市営北柏(A,B,C,D 棟) 142   134 8  5.6    

8 市営北柏(E 棟) 40  38 2  5.0   

9 塚崎団地 136  115 21  15.4    

10 戸張団地 1  1  0  0.0  募集停止 

11 高柳第３団地 48  0  48  100  募集停止 

12 向原団地 24  12  12  50    

13 高野台改良住宅団地 96  54  42  43.7    

  合計 784 609 175   22.3 
※高柳第３ 

 団地除く  

 

  

資料：住宅政策課（2025（令和7年）年12月1日時点） 
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２ 入居世帯の状況 

・入居世帯の世帯人員別の状況を各住

棟でみると、どの住棟でも30％以

上を単身世帯が占めており、全体で

みると、公営住宅の入居世帯のうち

51.7％が単身世帯となっている。 

・2人世帯の割合も大きく、単身世帯

と合わせた小規模世帯の割合は、全

入居世帯の83.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

・市営住宅入居者の世帯主の年齢をみ

ると60歳代以上が76.6％と非常に

高齢化が進んでいることがわかる。

一方、住棟別でみると逆井第２団地

及び東十余ニ団地は60歳代未満が

40％以上であるなど、住棟によっ

て世帯主の年齢層は異なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.7% 3.7%

9.9% 9.2% 22.4% 54.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上

51.7% 31.5% 11.8%

3.9% 1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1人 2人 3人 4人 5人

図 世帯人員別世帯数（住棟別） 

 

図 世帯主年齢（住棟別） 

 

図 世帯主年齢（全体） 

 

図 世帯人員別世帯数（全体） 

 

資料：住宅政策課（2018（平成30）年3月31日時点） 

資料：住宅政策課（2018（平成30）年3月31日時点） 
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・市営住宅入居世帯の平均世帯当たり人

員は1.69人となっており、2人を上

回る団地は逆井団地の2.05人、逆井

第２団地の2.00人のみとなってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 平均世帯当たり人員数（全体） 

 

資料：住宅政策課（2018（平成30）年3月31日時点） 
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・ 募集を継続している11団地の中で60歳以上の高齢者のいる世帯を見ると、最も高齢

者世帯率の高い団地は高野台改良住宅団地で92.9％、最も低い団地は逆井第2団地で

60.0％となっており、各住宅ともに高齢者世帯率が高い状況となっている。また、同

様に11団地の中で65歳以上の高齢者のいる世帯をみると、最も高齢者世帯率の高い

団地は向原団地で88.9％、最も低い団地は逆井第2団地で50.0％となっており、各住

宅ともに高齢者世帯率が高い状況となっている。 

 

図 高齢者のいる世帯（60 歳以上の高齢者） 

 

 

図 高齢者のいる世帯（65 歳以上の高齢者） 

  

団地名 構造
管理戸数
（戸）

入居世帯
（世帯）

高齢者世帯
数（60歳

以上）

高齢者世帯
率（60歳

以上）
備考

1 根戸団地 中耐 152 136 113 83.1

2 宿連寺団地 中耐 32 28 24 85.7

3 高田団地 中耐 54 49 42 85.7

4 逆井団地 中耐 72 61 49 80.3

5 逆井第２団地 中耐 12 10 6 60.0

6 東十余二団地 中耐 24 24 15 62.5

7 市営北柏(A,B,C,D棟) 中耐・高耐 142 133 96 72.2

8 市営北柏(E棟) 高耐 40 37 34 91.9

9 塚崎団地 中耐 136 118 76 64.4

10 戸張団地 木造 1 1 1 100.0 募集停止

11 高柳第３団地 中耐 48 11 1 9.1 募集停止

12 向原団地 中耐 24 18 16 88.9

13 高野台改良住宅団地 中耐 96 84 78 92.9

合計 833 710 551 66.1

団地名 構造
管理戸数
（戸）

入居世帯
（世帯）

高齢者世帯
数（65歳

以上）

高齢者世帯
率（65歳

以上）
備考

1 根戸団地 中耐 152 136 107 78.7

2 宿連寺団地 中耐 32 28 21 75.0

3 高田団地 中耐 54 49 42 85.7

4 逆井団地 中耐 72 61 44 72.1

5 逆井第２団地 中耐 12 10 5 50.0

6 東十余二団地 中耐 24 24 13 54.2

7 市営北柏(A,B,C,D棟) 中耐・高耐 142 133 89 66.9

8 市営北柏(E棟) 高耐 40 37 32 86.5

9 塚崎団地 中耐 136 118 68 57.6

10 戸張団地 木造 1 1 1 100.0 募集停止

11 高柳第３団地 中耐 48 11 1 9.1 募集停止

12 向原団地 中耐 24 18 16 88.9

13 高野台改良住宅団地 中耐 96 84 69 82.1

合計 833 710 508 61.0

簡耐 

簡耐 
 

０ ０ ０.0 

   
０ ０ ０.0 

※高柳第３団地は令和 7 年 12 月 1 日現在 

※高柳第３団地は令和 7 年 12 月 1 日現在 
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３ 入居人口の構成 

・ 現在募集を中止しているの戸張団地、高柳第3団地以外の団地で最も高齢化の進んでい

る団地は市営北柏（E棟）で高齢者率が74.5％となっている。 

・ 高齢化率の最も低い団地は逆井第２団地で25.0％となっている。 

・ 団地別の5歳階層別人口構成で最も構成比の高い年齢の状況をみると、65～69歳は市

営北柏（A,B,C,D棟）、75～79歳及び85歳～89歳は根戸団地となっており、市営住

宅入居者の高齢化を示す状況となっている。 

 
 
 
図 年齢別人口 
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４ 居住年数 

・世帯主の年齢別の居住年数を見ると、世帯主の年齢が増加するに従い居住年数も長くなる傾

向となっている。 

 

図 世帯主年齢別居住年数 

   

 

５ 居住水準 

・居住面積水準に照らして最低居住面積水準以下の状況をみると、市営住宅全入居世帯のうち

21世帯2.96％となっている。 

・団地別でみると、根戸団地、高野台改良住宅団地に最低居住面積水準以下の世帯数が多く、

それぞれ11世帯8.09％、5世帯5.96％となっている。 

 

表 世帯人員別世帯数と居住面積水準                                         注：全員成人と想定    

 最低居住面積水準 25㎡ 30㎡ 40㎡ 50㎡ 60㎡ 70㎡ 80㎡ 
総計 

住戸規模 

(㎡） 

居住面積水準未満 

 住宅名 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 未満世帯 世帯率 

1 根戸団地 80 45 10 1 0 0 0 136 37.3 11 8.09 

2 宿連寺団地 12 9 6 1 0 0 0 28 46.5 1 3.57 

3 高田団地 25 17 7 0 0 0 0 49 51.1 0 0.00 

4 逆井団地 25 19 9 5 3 0 0 61 56.8 3 4.92 

5 逆井第２団地 3 5 1 1 0 0 0 10 61.2 0 0.00 

6 東十余二団地 8 13 2 1 0 0 0 24 58.9 0 0.00 

7 市営北柏(A,B,C,D棟) 64 41 15 10 3 0 0 133 60.0 0 0.00 

8 市営北柏(E棟) 26 8 3 0 0 0 0 37 54.5 0 0.00 

9 塚崎団地 51 36 24 6 1 0 0 118 63.1 0 0.00 

10 戸張団地 1 0 0 0 0 0 0 1 34.7 0 0.00 

11 高柳第３団地 5 4 2 0 0 0 0 11 41.1 0 0.00 

12 向原団地 6 9 2 1 0 0 0 18 37.8 1 5.56 

13 高野台改良住宅団地 61 18 3 2 0 0 0 84 33.4 5 5.96 

 合計 367 224 84 28 7 0 0 710 636.4 21 2.96 
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資料：住宅政策課（2018（平成30）年3月31日時点） 

1年未満 1～2 3～4 5～9 10～19 20年以上 計

20歳代 0 42 24 42 50 31 189

30歳代 0 20 7 8 10 22 67

40歳代 0 8 14 22 25 69 138

50歳代 0 7 4 21 24 72 128

60歳代 0 16 20 21 35 102 194

70歳代 0 24 28 36 67 150 305

80歳代 0 6 6 18 40 91 161

90歳代 0 1 2 2 9 16 30

合計 0 124 105 170 260 553 1212
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６ 収入分位 

・公営住宅では入居者の家賃算定等にあたって月収の区分を収入に応じて第Ⅰ分位から第Ⅷ分

位までの８段階に区分している。そして、第Ⅳ分位以下までが入居時の入居資格となってい

る。 

・市営住宅入居者の収入分位をみると、本来階層（収入分位Ⅳまで）が92.3％、本来階層以

外（収入分位Ⅴ以上）が7.3(その他含めると7.7)％となっている。 

・本来階層世帯比率の最も高い公営住宅は逆井第２団地と市営北柏（E棟）で100.0％、最も

低い住宅は高柳第３団地で81.8％となっている。 

 

表 収入分位別世帯数（住棟別） 

団地名 

管理

戸数

(戸) 

入居

世帯

(世帯) 

収入分位 

Ⅰ 

104 

以下 

Ⅱ 

104-

123 

以下 

Ⅲ 

123-

139 

以下 

Ⅳ 

139-

158 

以下 

Ⅴ 

158-

186 

以下 

Ⅵ 

186-

214 

以下 

Ⅶ 

214-

259 

以下 

Ⅷ 

259 

以上 

その他 総計 

世
帯
数 

1 根戸団地 152  136  118 3 2 3 3 2 1 4 0 136 

2 宿連寺団地 32  28  24 0 1 0 0 1 1 1 0 28 

3 高田団地 54  49  45 0 0 1 1 0 1 1 0 49 

4 逆井団地 72  61  47 3 1 2 1 3 1 3 0 61 

5 逆井第２団地 12  10  7 1 0 2 0 0 0 0 0 10 

6 東十余二団地 24  24  19 1 0 1 1 0 0 2 0 24 

7 
市営北柏 

(A,B,C,D棟) 
142  133  111 5 4 4 3 4 1 1 0 133 

8 市営北柏(E棟) 40  37  37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

9 塚崎団地 136  118  95 6 5 2 5 3 1 1 0 118 

10 戸張団地 1  1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 高柳第３団地 48  11  9 0 0 0 0 1 0 1 0 11 

12 向原団地 24  18  14 0 1 2 1 0 0 0 0 18 

13 高野台 

改良住宅団地 

96  84  73 3 0 2 1 2 0 0 3 84 

 合計 833 710 600 22 14 19 16 16 6 14 3 710 

構
成
比
（
％
） 

1 根戸団地 152  136  86.8% 2.2% 1.5% 2.2% 2.2% 1.5% 0.7% 2.9% 0.0% 100.0% 

2 宿連寺団地 32  28  85.7% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 3.6% 0.0% 100.0% 

3 高田団地 54  49  91.8% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 100.0% 

4 逆井団地 72  61  77.0% 4.9% 1.6% 3.3% 1.6% 4.9% 1.6% 4.9% 0.0% 100.0% 

5 逆井第２団地 12  10  70.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

6 東十余二団地 24  24  79.2% 4.2% 0.0% 4.2% 4.2% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 100.0% 

7 
市営北柏 

(A,B,C,D棟) 
142  133  83.5% 3.8% 3.0% 3.0% 2.3% 3.0% 0.8% 0.8% 0.0% 100.0% 

8 市営北柏(E棟) 40  37  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

9 塚崎団地 136  118  80.5% 5.1% 4.2% 1.7% 4.2% 2.5% 0.8% 0.8% 0.0% 100.0% 

10 戸張団地 1  1  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

11 高柳第３団地 48  11  81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 100.0% 

12 向原団地 24  18  77.8% 0.0% 5.6% 11.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

13 高野台 

改良住宅団地 

96  84  86.9% 3.6% 0.0% 2.4% 1.2% 2.4% 0.0% 0.0% 3.6% 100.0% 

 合計 833 710 84.5% 3.1% 2.0% 2.7% 2.2% 2.2% 0.9% 2.0% 0.4% 100.0% 

 

  

資料：住宅政策課（2018（平成30）年3月31日時点） 

グ
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・収入分位の構成をみると、Ⅰが84.5％を占め、残るⅡ～Ⅷは0.4％～3.1％となっている。 
 

図 収入分位別世帯数（全体） 

 

７ 応募倍率の状況 

・2017（平成29）年度の応募状況は、申込者数192人、入居者数24人であり、応募倍率は

8.0倍となっている。 

 

表 応募倍率の状況 

申込者数 入居者数 応募倍率 

192 人 24 人 8.0 倍 

 

 

表 応募倍率の状況（年度別、団地別） 

  
募集年度 

2014 

（平成 26） 

年度 

2015 

（平成 27） 

年度 

2016 

（平成 28） 

年度 

2017 

（平成 29） 

年度 

2018 

（平成 30） 

年度 

合計 団地別 

団地名 申込 入居 申込 入居 申込 入居 申込 入居 申込 入居 申込 入居 応募倍率 

1 根戸団地 17 7 34 7 13 6 4 1 0 0 68 21 3.24 

2 宿連寺団地 10 5 7 2 7 2 0 0 0 0 25 9 2.67 

3 高田団地 3 1 4 1 1 1 6 2 0 0 14 5 2.80 

4 逆井団地 3 2 16 7 4 2 2 1 1 1 26 13 2.00 

5 逆井第２団地 5 2 0 0 1 1 5 1 0 0 11 4 2.75 

6 東十余二団地 3 1 0 0 4 1 4 1 0 0 11 3 3.67 

7 
市営北柏

(A,B,C,D 棟) 
106 8 50 5 67 7 80 7 40 5 343 32 10.72 

8 
市営北柏(E

棟) 
48 3 5 1 42 3 37 2 13 1 145 10 14.50 

9 塚崎団地 46 14 36 5 29 6 54 9 18 3 183 37 4.95 

10 戸張団地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

11 高柳第３団地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

12 向原団地 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 11.00 

13 
高野台改良住

宅団地 
10 3 9 2 8 4 0 0 2 1 29 10 2.90 

合計 251 46 172 31 176 33 192 24 74 11 865 145   

 

８ 収入超過者・高額所得者に対する取組状況 

・収入超過者については、収入超過者認定及びそれに伴う明渡し努力義務が課せられているこ

とを明記した通知書を送付している。 

・高額所得者については、期限を定めてその入居している住宅の明渡し請求を行うこととして

いる。  

資料：住宅政策課（2018（平成30）年3月31日時点） 

資料：住宅政策課（2018（平成30）年3月31日時点） 
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１－６ 市営住宅等の需要推計 

１ 推計方法 

・策定指針に基づき、「ストック推計プログラム（著しい困窮年収未満の世帯数の推計）」を行

い、将来（30年程度の中長期）における公営住宅の施策対象世帯数のうち、自力では最低

居住面積水準を達成することが著しく困難な年収である世帯（著しい困窮年収未満世帯）を

推計する。 

・推計の流れは、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」において示されているストック

量の推計に準じて、以下のとおり実施する。 

 

図 将来のストック量の推計の流れ 

 



42 
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2 推計結果 

・柏市における著しい困窮年収未満世帯数は、2045（令和27）年度央は8,803世帯と推計

される。 

 

表 著しい困窮年収未満の世帯の総数 

年度央 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

著しい困窮年収未満の

世帯数 
8,515 8,765 8,799 8,824 8,803 8,803 

   ※年度央：国勢調査及び住宅土地統計調査の実施は10月1日であり、当該日が年度の中央に当たることから、国交省が提示

しているストック推計プログラムでは当該日を年度央と記載している。 

 

 

表 世帯人員別の著しい困窮年収未満の世帯 

■世帯 

  

  

2020 

年度央 

2025 

年度央 

2030 

年度央 

2035 

年度央 

2040 

年度央 

2045 

年度央 

1 人・60 歳以上 1,525 1,537 1,523 1,515 1,504 1,501 

2 人 3,680 3,842 3,890 3,921 3,924 3,931 

3 人 1,801 1,887 1,924 1,955 1,974 1,995 

4 人 1,020 1,031 1,019 1,010 997 988 

5 人 337 318 296 278 261 247 

6 人以上 152 150 148 146 143 141 

合計 8,515 8,765 8,799 8,824 8,803 8,803 

 

  

  

2020 

年度央 

2025 

年度央 

2030 

年度央 

2035 

年度央 

2040 

年度央 

2045 

年度央 

1 人・60 歳以上 17.9% 17.5% 17.3% 17.2% 17.1% 17.1% 

2 人 43.2% 43.8% 44.2% 44.4% 44.6% 44.7% 

3 人 21.2% 21.5% 21.9% 22.2% 22.4% 22.7% 

4 人 12.0% 11.8% 11.6% 11.4% 11.3% 11.2% 

5 人 4.0% 3.6% 3.4% 3.1% 3.0% 2.8% 

6 人以上 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

8,515 8,765 8,799 8,824 8,803 8,803

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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３ 2048（令和 30）年度末（現在から 30 年度）における著しい困窮年収未満世帯数の推計 

・策定指針のプログラムにおける、著しい困窮年収未満世帯数の推計は2045（令和27）年

度央までであることから、柏市における市営住宅等の中長期（現在から30年後）の見通し

を検討するにあたり、2048（令和30）年度末の著しい困窮年収未満世帯数の推計を行う。 

・推計の結果、204８（令和30）年度末における著しい困窮年収未満世帯数は、8,716世帯

となる。 

 

 

（決定係数：Ｒ２）  

線形近似 0.8894 

対数近似 0.7510 

指数近似 0.5164 
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１－７ 市営住宅等の需要推計を踏まえた管理戸数 

１ 将来のストック量の推計方法 

・2018（平成30）年1月に国土交通省住宅局住宅総合整備課から事務連絡のあった、「著し

い困窮年収水準未満の世帯」への対応の考えを踏まえ、全ての借家（公営住宅等だけでなく

民間賃貸住宅等も含む借家）に居住する「著しい困窮年収水準未満の世帯」へ対する、公営

住宅及び低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅のストック量の妥当性を確認す

る。 

 

  ステップ１ ストック推計結果の整理 

・ストック推計結果に基づき、2048（令和 30）年度までの著しい困窮年収水準未満の

世帯の推移を表形式等で整理する。（⇒Ｐ43 参照） 

ステップ 2 住宅ストックの概況の把握 

・2018（平成 30）年の住宅・土地統計調査結果等を用いて、現在の所有関係別の住宅

ストック数等を把握する。（⇒Ｐ46 参照） 

ステップ 3 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

①民間賃貸住宅の市場家賃の把握 

・2018（平成 30）年の住宅・土地統計調査結果を用いて、現在の「延べ面積区

分・家賃帯別民間借家（専用住宅）数」を把握する。（⇒P47 参照） 

②「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方の設定 

・「低廉な家賃」⇒住宅扶助費※一般基準上限額以内の家賃を低廉な家賃と設定 

（⇒Ｐ47 参照） 
※生活保護法に位置付けられている８種類の扶助の一つ。住宅扶助（家賃・間代等）の限

度額（共益費・管理費は含まない）は世帯の人数等によって異なる。 

・「一定の質」⇒最低居住水準を満たす住宅を一定の質と設定（⇒Ｐ47 参照） 

  ③「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

・「延べ面積区分・家賃帯別民間借家（専用住宅）数」の表を考慮しながら、現在

の「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数を算定する。 

（⇒Ｐ48参照） 

ステップ 4 著しい困窮年収水準未満の世帯への対応と 2048 年度までの目標管理戸数

の確認 

・2048（令和 30）年度までの著しい困窮年収水準未満の世帯数（＝必要量）の推移ととも

に、将来の総世帯数の減少等を勘案しつつ、受け皿となる公営住宅、低廉かつ一定の質が

確保された民間賃貸住宅等（＝対応可能量）の推移を整理する。（⇒Ｐ50 参照） 

・「対応可能量」が「必要量」を上回ることを検証しつつ、公営住宅の 2052（令和

34）年度の目標管理戸数を設定する。（⇒Ｐ50 参照） 
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２ 柏市の住宅ストックの概況 

・2018（平成30）年の住宅・土地統計調査結果等を用いて、本市の所有関係別の住宅ス

トック数等を把握する。 

・住宅・土地統計調査によると、民間賃貸住宅が47,670戸、空家となっている賃貸用住宅が

13,420戸ある。 

 

 

 

※1：％は「居住世帯のある住宅」に対する比率。 

※2：四捨五入の関係や不詳値があるため、合計が必ずしも総数と一致しないことがある。 

※3：「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけの使用や複数人が交代で寝泊まりしているなど、普段居住しているものが一

人もいない住宅 

※4：「二次的住宅」とは、別荘及び残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

資料：2018（平成30）年住宅・土地統計調査 

  

単位：戸

住宅総数 208,120 居住世帯の 183,550 専用住宅 181,450 持ち家 122,370
ある住宅 98.9% 66.7%

公営の借家 400
0.2%

都市再生機構 3,540
・公社の借家 1.9%

民営借家 47,580
25.9%

給与住宅 3,610
2.0%

店舗その他 2,100
の併用住宅 1.1%

居住世帯の 24,570 空き家 22,860 二次的住宅※4 950
ない住宅 賃貸用の住宅 13,420

売却用の住宅 1,880
その他の住宅 6,610

一時現在者 890
のみの住宅※3

建築中の 820
住宅
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３ 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

①「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方の設定 

・将来求められる市営住宅等の戸数に対して、国交省の考え方を踏まえつつ、本市の実態に即

した「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅及びＵＲ・公社住宅（以後、「低

廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅等」という。）を算定する必要がある。 

 

■柏市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅等」の考え方 

①低廉な家賃：住宅扶助費一般基準上限額を考慮し、1人世帯が41,000円、2人世帯が

49,000円、3人～5人世帯が53,000円、6人世帯が57,000円、7人以上が64,000円

未満を「低廉な家賃」とする。 

②一定の質：住宅面積が25㎡以上（１人世帯の最低居住面積水準を上回るストック）で

あることに加えて、耐震性が確保されていると考えられる1981（昭和56）年以降に建

設されたストックを「一定の質」とする。 

 

■設定条件 

【Ⅰ】住宅扶助費一般基準上限額（柏市） 

級地 1人 2人 3人～5人 6人 7人以上 

全て 41,000円 49,000円 53,000円 57,000円 64,000円 

※柏市は政令指定都市として個別に上限が設定されている。 

 

【Ⅱ】最低居住水準 

居住人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 

面積水準 25㎡ 30㎡ 40㎡ 50㎡ 60㎡ 70㎡ 80㎡ 

※2人以上は、「人数×10㎡＋10㎡」 

 

【Ⅲ】耐震性の確保（1981年（昭和56年）以降に建設した住戸） 

・2018（平成30）年の住宅・土地統計調査（確定集計都道府県編（都道府県・市区町村）

市区町村 第6-2表）を用いて、本市の民間賃貸住宅における耐震化率を把握する。 

・柏市の民営借家における耐震化率は、94.7％である。 

 

建設の時期 戸数 割合 

1980年以前（旧耐震） 2,280戸 5.3% 

1981年以降（新耐震） 41,050戸 94.7% 

総数 43,330戸 100% 

※四捨五入の関係で合計が必ずしも総数と一致しないことがある。 
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【設定条件（Ⅰ～Ⅲ）のまとめ】 

・設定条件Ⅰ～Ⅱに基づき、住宅・土地統計調査の項目から「低廉な家賃かつ最低居住面積水

準に該当する民営借家戸数」に該当する区分を整理すると、下表の網掛け部分となる。 

・世帯人数に応じた最低居住水準を満たす面積区分について、低廉な家賃の上限額を超えない

範囲を按分値で設定する。 

表 延べ床面積区分と家賃代別民営借家（2018（平成 30）年現在） 

 総数 1 万円 １～２万円 ２～３万円 ３～４万円 ４～５万円 ５～６万円 6～7 万円 7 万円以上 

29 ㎡未満 
13,680 20 50 830 3,300 3,200 4,700 1,210 370 

30 ㎡以上 

49 ㎡未満 

13,890 980 0 30 670 2,470 3,540 3,680 2,520 

50 ㎡以上 

69 ㎡未満 

10,540 1,390 0 70 180 120 1,790 2,420 4,570 

70 ㎡以上 

99 ㎡未満 

4,720 760 0 0 0 40 350 640 2,930 

100 ㎡以上 
2,250 180 0 0 40 420 100 70 1,440 

民営借家数 
45,080 3,330 50 930 4,190 6,250 10,480 8,020 11,830 

 

表 低廉な家賃かつ最低居住面積水準に該当する民営借家（2018（平成 30）年現在） 

 総数 1 万円 １～２万円 ２～３万円 ３～４万円 ４～５万円 ５～６万円 6～7 万円 
7 万円 

以上 

25 ㎡未満 0 
0 

（0%） 

0 

（0%） 

0 

（0%） 

0 

（0%） 

0 

（0%） 
0 0 0 

25 ㎡～29 ㎡ 
1,130 

※1 

5 

（25%） 

13 

（25%） 

208 

（25%） 

825 

（25%） 

80 

（0.25%） 
0 0 0 

30 ㎡～39 ㎡ 1,952 
490 

（50%） 

0 

（50%） 

15 

（50%） 

335

（50%） 

1,112 

（45%）※2 

0 

（0%） 
0 0 

40 ㎡～49 ㎡ 2,606 
490

（50%） 

0 

（50%） 

15 

（50%） 

335 

（50%） 

1,235

（50%） 

531 

（15%） 
0 0 

50 ㎡～59 ㎡ 1,149 
695 

（50%） 

0 

（50%） 

35 

（50%） 

90 

（50%） 

60 

（50%） 

269 

（15%） 
0 0 

60 ㎡～69 ㎡ 1,149 
695 

（50%） 

0 

（50%） 

35 

（50%） 

90 

（50%） 

60 

（50%） 

269 

（15%） 
0 0 

70 ㎡～79 ㎡ 348 
253 

（33%） 

0 

（33%） 

0 

（33%） 

0 

（33%） 

13 

（33%） 

82 

（23%） 

0 

（0%） 
0 

80 ㎡～99 ㎡ 937 
507 

（67%） 

0 

（67%） 

0 

（67%） 

0 

（67%） 

27 

（67%） 

233 

（67%） 

171 

（27%） 
0 

100 ㎡以上 768 
180 

（100%） 

0 

（100%） 

0 

（100%） 

40 

（100%） 

420 

（100%） 

100 

（100%） 

28 

（40%） 
0 

計（民営借家総数

に対する割合） 

10,038 

（22.3％） 
3,315 13 308 1,715 3,007 1,483 199 0 

※1 住宅土地統計調査では 29 ㎡以下の区分がないが、10 ㎡未満の民間賃貸住宅は存在しないと仮定し、10 ㎡～29 ㎡の数

値とする。29 ㎡以下のうち、25～29 ㎡の占める割合を按分値（1/4=25％）と設定する。 

※2 各世帯人数に応じた上限額の超えない金額の占める割合を按分値で設定した例を示す。 

【例】2 人世帯の上限額 49,000 円を超えない範囲とするため、4～5 万円の世帯数について、30 ㎡～49 ㎡の 1/2（＝50％）

の 30～39 ㎡うち、4 万～4.9 万円の占める割合（90/10０＝90％）とする。よって、総数から占める割合は 50％×90％

＝45％となる。 
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②「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」に該当する民間賃貸住宅等の算定 

・著しい困窮年収未満への提供を考えられるストックとして、2018（平成30）年の住宅・

土地統計調査の数値をもとに「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」に該当

する民間賃貸住宅等を算定する。なお本算定においては、柏市内にある「都市再生機構の住

宅」は入居基準等が異なることから、著しい困窮年収未満世帯に対するストックとしては考

慮しない。 

 

A 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」に該当する民営借家の算定 

・柏市の民営借家の総数「45,080戸」のうち、網掛け部分の総数は「10,038戸」であり、

その割合は22.3％である。 

・網掛け部分の民営借家のうち、耐震性の確保された住宅（耐震化率＝94.7％）の「9,510

戸」が、「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民営借家」となる。 

 

柏市の民営借家 
※不詳を除く 

低廉な家賃かつ最低居住水準

に該当する民営借家 

（総数に対する割合） 

耐震化率 

低廉な家賃かつ一定

の質が確保された 

民営借家 

45,080戸 10,038戸（22.3％） 94.7% 9,510戸 

 

B 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」に該当する賃貸用の空家の算定 

・柏市内の「空家の賃貸用住宅」のうち、低廉な家賃に該当する賃貸用空家は「2,831戸」で

ある。 

 

空家の賃貸用住宅 低廉な家賃割合 耐震化率 
低廉な家賃に該当する

賃貸用空家 

13,420戸 22.3％ 94.7％ 2,831戸 

 

以上より低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅等の戸数は、「12,341戸」となる。 

 

低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅 

＝低廉な家賃かつ一定の質が確保された民営借家 

＋低廉な家賃に該当する賃貸用空家 

＝9,510戸＋2,831戸 

＝12,341戸 
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４ 著しい困窮年収水準未満への対応と中長期の管理戸数の見通し 

・2022（令和4）年の管理戸数は832戸であるが、そのうち募集を停止している48戸（高

柳第3団地）を除いた784戸を市営住宅の管理戸数とする。 

・2048（令和30）年度央の「著しい困窮年収未満世帯数」は8,716世帯と推計される。「著

しい困窮年収未満世帯数」は、2035年を境に減少に転じており、今後は減少していくと推

定される。これに対して2048（令和30）年に推計される「対応住宅（低廉な家賃かつ一

定の質が確保された民間賃貸住宅等）」は、市営住宅784戸、県営住宅144戸を維持した場

合に、民間住宅13,474戸と合わせて合計14,402戸であり、充足している。 

 

時期（単位：年度） 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2048 

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R30 

世帯数 ※1 

185,633 193,750 196,897 199,732 201,421 203,462 202,672 

100.0% 104.4% 106.1% 107.6% 108.5% 109.6% 109.2% 

ストック（著しい困窮年収未満

世帯）推計結果 ※2 

8,515 8,765 8,799 8,824 8,803 8,803 8,716 

100.0% 102.9% 103.3% 103.6% 103.4% 103.4% 102.4% 

対応

（単

位：

戸） 

公営住宅 
市営 784 784 784 784 784 784 784 

県営 144 144 144 144 144 144 144 

小計 928 928 928 928 928 928 928 

低家賃かつ一

定の質が確保

さ れ た UR ・

公 社 住 宅 等 

※3 

都 市 再

生機構 
0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他

公 的 賃

貸 

0 0 0 0 0 0 0 

小計 0 0 0 0 0 0 0 

低家賃かつ一

定の質が確保

された民間賃

貸住宅等 

※3、※4 

民 間 賃

貸住宅 
9,510 9,926 10,087 10,232 10,319 10,423 10,383 

賃 貸 用

の空家 
2,831 2,955 3,003 3,046 3,072 3,103 3,091 

小計 12,341 12,881 13,090 13,278 13,391 13,526 13,474 

合計 13,269 13,809 14,018 14,206 14,319 14,454 14,402 

著しい困窮年収未満世帯に対す

る低家賃かつ一定の 

質が確保された住宅の充足状況 

4,754 5,043 5,218 5,382 5,516 5,651 5,686 

155.8% 157.5% 159.3% 161.0% 162.7% 164.2% 165.2% 

※1 世帯数：「国総研」の住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムより算出。2048（令和30）年は趨勢により算出。

割合は、2020（令和2）年に対する割合。 

※2 ストック（著しい困窮年収水準未満世帯）推計結果：「国総研」の住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムより算出。

2048（令和30）年は趨勢により算出。【必要量】 

※3  低家賃かつ一定の質が確保されたUR・公社住宅、民間賃貸住宅等は、2018（平成30）年の住宅・土地統計調査よ

り算出。 

※４ 低家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅等は、世帯数の減少に合わせて変動すると仮定 
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５ 求められる市営住宅等の戸数の算出 

①目標管理戸数の設定 

・2022（令和4）年の市営住宅の充足状況をみると、政策空家を除いた管理戸数784戸に対

して入居戸数は648戸と、入居率は82.7％となっている。 

・低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸用住宅を加味した住宅の充足状況は、2048

（令和30）年時点で165.2％であるものの、市営住宅の需要は高い水準にある。 

・著しい困窮年収未満世帯数は、2035年を境に減少に転じており、今後は減少していくと推

定されるものの、2048（令和30）年時点では2020年と比べて2.4％増加する見込みであ

る。 

 

・困窮年収未満世帯数の需要と同率で入居世帯も増減したと仮定すると、2048（令和30）

年時点で入居率84.6％、最大で入居率85.6％まで増加する。 

・効率的にストックを活用することを考慮し、2048（令和30）年までに想定する最大入居

数が入居できる672戸を目標管理戸数と設定する。 

・2048（令和30）年の充足状況を確認すると、充足率174.5％で充足していることを確認

した。 

 

現状 
【2022（令和 4）年 3 月末時点】 

 仮定 
【2035（令和 17）年】 

入居世帯 
市営住宅 
管理戸数 

入居率 
 

入居世帯 
市営住宅 
管理戸数 

入居率 

648 784 82.7%  672 784 85.6% 

       

 
 仮定 

【2048（令和 30）年】 

   
 

入居世帯 
市営住宅 
管理戸数 

入居率 

    664 784 84.6% 

       

 

  

現状 
【2022（令和 4）年 3 月末時点】 

 将来推計 
【2048（令和 30）年】 

入居世帯 
市営住宅 
管理戸数 

入居率 
 

入居世帯 
市営住宅 
管理戸数 

入居率 

648 784 82.7%  664 672 98.8% 

困窮年収未満世帯数が

3.6％増（最大） 

 

入居需要も同率で 

増加すると仮定 

困窮年収未満世帯数が

2.4％増 

 

入居需要も同率で 

増加すると仮定 

公営住宅の需要が

変わらず、入居率

100％を目指す 
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②著しい困窮年収未満世帯を踏まえた市営住宅の管理戸数の中長期の見通しの確認 

・著しい困窮年収未満世帯数のうち、市営住宅に入居する世帯数の割合が将来においても現在

と同一とすると、2035年に812戸で最大となり、2048年度末における市営住宅推計管理

戸数は802戸（現在から18戸増加）と推計される。 
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１－８ 市営住宅に関する課題 

１ 需要等の見通しに基づく適正な管理戸数 

・本市の人口は、現在増加傾向にあるが、国立社会保障・人口問題研究所によれば、今後

2025（令和7）年を境に減少に転じると予測されている。そのため、市営住宅等に関して

も、今後需要が減少していくことが予測される。 

・市営住宅は、市民の住宅セーフティネットとして重要な位置づけであるとともに、借家世帯

の受け皿として重要な位置づけとなっていることから、需要の見定めとともに、適正な管理

を進めていく必要がある。 

・特に、戸張団地及び高柳第3団地については、新規の入居募集を停止している状況にあるた

め、団地の利活用に関する方針を早期段階で定めることが求められている。また、家賃債務

保証や住宅確保給付金の給付など、市営住宅を補完する制度として、民間の賃貸住宅を活用

した住宅支援の方策を視野にいれた検討を進める必要がある。 

 

２ 計画的な修繕・改善と事業費の縮減 

・本市では、市税収入の伸び悩みや社会保障関係費の増加などにより、今後さらに厳しい財政

運営を強いられることが予測されることから、2017（平成29）年３月に柏市公共施設等

総合管理計画を策定し、2055（令和37）年度までに公共建築物全体の施設総量（延床面

積）を13％削減することを目標に定めるなど、全市レベルで公共建築物の維持管理費用の

削減に向けた取り組みが進められている。 

・このような状況において、本市の市営住宅は、1955（昭和30）年から1998（平成10）

年に整備され、そのほとんどにおいて築後30年以上が経過するなど、修繕・改善の費用が

今後大幅に増加することが予測されている。そのため、市営住宅の修繕・改善費用の増加を

現地調査結果などの点検結果等を踏まえた予防保全型の維持管理を適切に実施し、計画的な

補助金の活用を図りながら、市営住宅の修繕・改善を進める必要がある。 
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第２章 長寿命化に関する基本方針 

・市営住宅は、住宅セーフティネットを形成する上での基本となるものである。安全で快適な

住宅を長期にわたり維持し、適切な維持管理を進め、限られた公的住宅ストックを有効に活

用していくために以下の方針を定める。 

 

２－１ ストックの状況把握(定期点検及び日常点検)・修繕の実施・データ管理に関する方針 

・市営住宅ストックの適切なマネジメントを行う基盤として、ストックの状況を的確に把握し

データとして管理することが重要となることから、以下の方針に基づき、適切な維持管理を

推進する。 
 

１ ストックの状況把握（定期点検及び日常点検）の方針 

・全ての市営住宅について、３年に１度、建築基準法第12条に基づく定期報告と同程度の点

検を実施し、ストックの状況把握を行う。また、日常的な維持管理時においても、目視点検

等を行うとともに、入退去時を利用して、住戸内部の点検を実施し、ストックの状況把握に

努める。 
 

２ 修繕の実施方針 

・長期修繕計画を策定し、計画的に修繕を実施していくことで、予防保全型の維持管理が実施

できる。そのため、定期点検や日常点検の結果を踏まえ、劣化が判明した部位については、

予防保全的な修繕・改善を実施するとともに、適宜長期修繕計画の修正を行うものとする。 
 

３ データ管理に関する方針 

・定期点検結果、日常点検結果及び修繕・改善履歴は、データとして担当課においてカルテ化

して管理し、次回点検時の活用や、長期修繕計画の見直し時、本計画の見直し時等に活用す

るものとする。 

 

２－２ 改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

・建物の老朽化や劣化による事故や居住性の低下等を未然に防ぐため、建替を基本とする短い

サイクルでの更新ではなく、市営住宅の安全性を確保するとともに、予防保全を充実させ、

長寿命化を図るものとする。そのため、ストックの的確な現状把握を行い、適切な時期に修

繕等を行うとともに、耐久性の向上や躯体の経年劣化の軽減を図るための改善等、長寿命化

に資する機能向上を図り、ライフサイクルコストの縮減を図るものとする。 
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・「長寿命化に関する基本方針」に基づく PDCA サイクルの維持管理 

 

 

  

定期検査等の実施状況を踏まえ

た、適切な修繕・改善の結果を

整理したカルテを参考に、概ね

５年ごとに長寿命化計画の見直

しを行う。 

長寿命化計画を基本とした、

日々の点検・修繕・改善を実施

し、カルテに整理する。 
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第３章 計画の対象と事業手法の選定 

３－１ 計画の対象 

・本計画では、2018（平成 30）年度末時点で市が管理する市営住宅 1３団地 45 棟 833 戸

と、共同施設である集会所を対象とする。（2023（令和5）年時点で市が管理する市営住宅

は、戸張団地を除く 12 団地 44 棟 832 戸である。） 

・戸張団地、高柳第 3 団地は既に用途廃止が決定しているため判定を行わない。 

 

表 判定の対象となる市営住宅等 

 住所 棟数 戸数 建設年度 

①根戸団地 柏市根戸 467 番地 4 152 1968～1972 

②宿連寺団地 柏市宿連寺 235 番地の 2 1 32 1974 

③高田団地 柏市高田 63 番地の 4 3 54 1976～1978 

④逆井団地 柏市新逆井二丁目 7 番 4 72 1979～1982 

⑤逆井第 2 団地 柏市新逆井二丁目 7 番 1 12 1987 

⑥東十余二団地 柏市十余二 297 番地の 134 2 24 1984 

⑦市営北柏 

（A,B,C,D 棟） 
柏市根戸 411 番地の 11 4 142 1991,1994,1997 

⑧市営北柏(E 棟) 柏市根戸 467 番地の 18 1 40 2000 

⑨塚崎団地 柏市塚崎 1325 番地 9 136 1995～1999 

⑩向原団地 柏市向原町 3 番 30 号 1 24 1971 

⑪高野台改良住宅団地 柏市根戸 467 番地 4 96 1964～1967 

合計  34 784  

 

表 用途廃止予定で判定を行わない市営住宅 

⑫戸張団地 

（用途廃止） 
柏市戸張 1357 1 1 1955 

⑬高柳第 3 団地 

（用途廃止） 
柏市高柳 744 番地 2 10 48 1971 

合計  11 49  
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３－２ 団地別・住棟別の事業手法の選定 

１ 事業手法の整理 

・事業手法を設定する上で、公営住宅整備の手法について公営住宅等整備事業対象要綱、公営

住宅等整備事業補助要領及び公営住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱等を整理する

と以下のようになる。 

 

表 公営住宅の事業手法の概要 

建替 現在ある公営住宅を除却して新たに公営住宅を建設する事業 

 法定建替 公営住宅法第２条第15号に定めるもので、現在ある公営住宅を除却し、その土地に新

たに公営住宅を建設するもので、以下の要件に全て該当するもの 

・敷地面積0.1ha以上 

・現在ある公営住宅の大部分が耐用年数の２分の１を経過 

・新たに建設する公営住宅の戸数が、現在ある公営住宅の戸数以上 

・新たに建設する公営住宅は、耐火性能を有する 

任意建替 法定建替事業以外で行われる建替事業で、現在ある公営住宅の用途廃止が行えるもの 

公営住宅等 
ストック総合 
改善事業 

以下の個別改善又は全面的改善で、団地毎の経費が原則として100万円を超える事業 

 個別改善 公営住宅の居住水準の向上と総合的活用を図ることを目的とした改善事業で、規模増改

善、住戸改善、共用部分改善及び屋外・外構改善を行う事業 

（条件） 

・公営住宅等長寿命化計画に基づいて行う改善事業であること 

・次の場合を除き、原則として1990（平成２）年度以前の国の予算に係る補助金の交

付を受けて整備されたもの 

◇耐震改修は、1981（昭和56）年度以前で旧耐震基準の適用を受けたもの 

◇防犯対策に係る改善は、2000（平成12）年度以前の国の予算に係る補助金の交

付を受けて整備されたもの 

◇バリアフリー対策に係る改善は、2002（平成14）年度以前の国の予算に係る補

助金の交付を受けて整備されたもの 

◇長寿命化型、福祉対応型のうち障害者向け設備改善、福祉対応型のうち高齢者向け

設備改善、住宅用防災機器・地上波デジタル放送対応設備・P波感知型地震時管制

運転装置若しくは戸開走行保護装置の設置又はエレベーターに係る主要機器耐震補

強措置の実施等、省エネルギー対策に係る改善については国の予算年度は問わな

い。 

・当該事業の実施後、概ね10年間（家賃対策を実施する耐震改修実施住宅の場合は15

年間、測量試験費を伴う改善事業の場合は概ね20年間）使用が可能なものであるこ

と。ただし、住宅用防災機器又は地上デジタル放送対応設備の設置はこの限りではな

い。 

・団地全戸数のうち、収入超過者が入居している公営住宅戸数割合が、原則として５割

以下であること 

 

全面的 

改善 

公営住宅の居住水準の向上と総合的活用を図ることを目的とした改善事業で、住棟単位

又は団地単位で行われる全面的な改善又はこれに準ずる改善を行う事業で、少なくとも

以下の改善を行うもの 

・躯体以外の内装、設備棟住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸改善で、居住性

向上型及び福祉対応型を行うもの 

・共用部分改善で福祉対応型及び安全性確保型を行うもの 

・屋外・外構改善で福祉対応型を行うもの 

（条件） 

・公営住宅等長寿命化計画に基づいて行う改善事業であること 

・団地全戸数のうち、収入超過者が入居している公営住宅戸数割合が、原則として５割
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以下であること 

・以下の施設の整備を伴う場合は、原則として150戸以上の団地で行われるものである

こと 

◇集会所 

◇児童遊園 

◇屋外消火栓 

◇その他上記に掲げる施設及び排水処理施設の整備に関連して整備することが必要で

ある施設 

・原則として、建築後30年を経過したものであること 

・当該事業の実施後、概ね30年以上管理する予定のものであること 

維持管理 定期的な点検や修繕を行い、公営住宅としての機能を維持するもの 

用途廃止 標準管理期間を経過したもので、公営住宅としての機能を廃止すること 

事業主体変更 公営住宅の適切な管理を行うために、事業主体を変更するもの 

 

  



59 

 

２ 事業手法の選定フロー 

・事業手法の選定は、以下の選定フローに基づき実施する。 

表 事業手法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（H28.8） 



60 

 

3 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来ストック量の推計【中長期】 

・P50 において試算したとおり、2048（令和 30）年度末における市営住宅の推計管理戸数

は 672 戸となる。 

 

４ １次判定 

・以下の２段階の検討から、事業手法を仮設定する。 

 

①団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針の検討【１次判定－①】 

・以下の評価項目のうち、全ての評価項目が活用に適する場合は「継続管理する団地」、いず

れかの評価項目が活用に適さない場合は「継続管理について判断を留保する団地」と仮設定

する。 

 

【判定内容】 

・以下の項目のうち、いずれかの項目を満たしていないものについては、「維持管理について

判断を留保する団地」とする。 

 

需要 

2014（平成26）年から2018（平成30）年6月の間で空家募集を行い、倍率

が1.0倍を超える住宅は需要があると判定する。 

なお、募集停止している住宅については需要がないと判定する。 

効率性 市街化区域内に立地している場合には、高度利用の可能性があると判定する。 

立地 
公共交通機関（駅及びバス停）から500ｍ以内に立地している場合には、利便

性が高いと判定する。 

 

【判定結果】 

維持管理する団地 

根戸団地 
高田団地 
逆井団地 
逆井第2団地 
東十余二団地 
市営北柏（A,B,C,D棟） 
市営北柏（E棟） 
塚崎団地 
向原団地 
高野台改良住宅団地 

継続管理について判断を留保する団地 宿連寺団地 
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②団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針の検討【１次判定－②】 

・以下の評価項目のうち、躯体の安全性及び避難の安全性が確保されていない場合は「優先的

な対応が必要」とし、改善が可能か不可能かを判定する。 

・躯体の安全性及び避難の安全性が確保されている場合は居住性に係る評価として、改善の必

要性について検討を行う。 
 

【判定内容】 

（躯体・避難の安全性に係る改善の必要性） 

・以下のいずれかの安全性が無い場合、「優先的な対応が必要」とし、改善の可能性により

「改善可能」か「改善不可能」かを判定する。 
 

躯体の安全性 

新耐震基準以降に建設されたものは耐震性有とする。 

旧耐震基準で建設されたもののうち、耐震診断等で耐震性を有すると判定

されたものは、耐震性有とする。 

上記以外のものは、耐震性無とする。 

避難の安全性 防火区画の有無、二方向避難の有無で判定する。 
 

（居住性等に係る改善の必要性） 

・計画期間内において以下の改修工事を実施する必要があるものについては「改善が必要」と

し、不要な場合は「改善不要」とする。なお、躯体・避難の安全性に係る改善が必要な住宅

については評価を行わない。 
 

外壁改修 改修工事後20年を経過した外壁改修 

屋上防水 改修工事後20年を経過した屋上防水 

 

【判定結果】 

躯体・避難の安全性に
係る改善の必要性 

改善が必要 なし 

改善不要 

根戸団地 
宿連寺団地 
高田団地 
逆井団地 
向原団地 
高野台改良住宅団地 
逆井第2団地 
東十余二団地 
市営北柏 
塚崎団地 

居住性等に係る改善の
必要性 

改善が必要 

根戸団地 
宿連寺団地 
高田団地 
向原団地 
高野台改良住宅団地 
逆井第２団地 
市営北柏（A,E棟） 
塚崎団地（5,6,7,8,9号棟） 

改善不要 

逆井団地 
東十余二団地 
市営北柏（B,C,D棟） 
塚崎団地（1,2,3,4号棟） 
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③１次判定結果（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

・「1 次判定－①」及び「1 次判定－②」の結果を総合的に勘案し、事業手法の仮設定を行う。 
 

図 １次判定の結果区分（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

 （２）住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

改善不要 改善が必要 優先的な対応が 

必要(改善可能) 

優先的な対応が 

必要(改善不可能) 

（
１
）
団
地
敷
地
の
現
在
の
立
地
環
境
等
の
社
会
的
特
性
を
踏
ま
え
た
管

理
方
針 

継続管理 

する団地 

1 

維持管理 

2 

改善、又は建替 

3 

優先的な改善、 

又は優先的な建替 

4 

優先的な建替 

逆井団地 
東十余二団地 
市営北柏 
（B,C,D棟） 
塚崎団地 
（1,2,3,4号棟） 

根戸団地 
高田団地 
向原団地 
高野台改良住宅団地 
逆井第２団地 
市営北柏 
（A,E棟） 
塚崎団地 
（5,6,7,8,9号棟） 

 

－ 

計 248戸 504戸 － － 

継続管理 

について 

判断を留 

保する団 

地 

5 

維持管理、 

又は用途廃止 

6 

改善、建替、 

又は用途廃止 

7 

優先的な改善、優先

的な建替、又は優先

的な用途廃止 

8 

優先的な建替、 

又は優先的な 

用途廃止 

－ 宿連寺団地 － － 
計 

－ 32戸 － － 

 

 

  
【Ａグループ】 

維持管理する団地のうち、改善か建替

かの判断を留保する団地・住棟 

【Ｂグループ】 

維持管理について判断を留保する団地 
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５ ２次判定 

・１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象として、以下の２

段階の検討から事業手法を仮設定する。 

 

①LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定【２次判定－①】 

・１次判定において、Ａグループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する

団地・住棟）と判定された団地・住棟について、事業手法（改善又は建替）を仮設定する。 

 

【判定内容】 

耐用年数が残り30年以上のものについては、既存ストックの有効活用を図る観点から

「改善」とし、耐用年数が残り30年未満のものについては、改善事業を実施する場合と

建替事業を実施する場合のLCC比較により、「建替」とする。 

 

【判定結果】 

改善 

逆井第２団地 

市営北柏（A,E棟） 

塚崎団地（1,2,3,4号棟） 

建替 

根戸団地 

高田団地 

向原団地 

高野台改良住宅団地 
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②将来ストック量を踏まえた事業手法の仮設定【２次判定－②】 

・１次判定において、Ｂグループ（継続管理について判断を留保する団地）と判定された団

地・住棟（宿連寺団地）を対象として、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優先順位を

検討し、将来にわたって「継続管理する団地」とするか、将来的には他団地との集約等によ

り用途廃止することを想定する「当面管理する団地（建替を前提としない）」とするのかの

判定を行い、事業手法を仮設定する。 

 

【判定内容】 

将来のストック量の推計から管理戸数の見通しを算出し、管理戸数の見通し、耐用年数、

改善の必要性、建替時期等を踏まえ、事業手法を仮設定する。 

 

ア. 将来のストック量の推計からみた中長期の管理戸数の見通しについて 

・著しい困窮年収未満世帯数は、推計結果から 2048（令和 30）年度末は 8,716 世帯とな

る。 

・中長期の管理戸数の見通しとして、著しい困窮年収未満世帯の増減に併せて入居需要も増減

すると仮定した場合、30 年後（2048（令和 30）年）における、市営住宅の目標管理戸数

は 672 戸と設定している。 

 

イ. 管理戸数の見通しから見た事業手法の仮設定 

・中長期の管理戸数の見通しでは、市営住宅管理戸数は大幅に減少していくことから、原則と

して、耐用年数が経過した住宅については用途廃止に位置づける。 

 

【判定結果】 

用途廃止 宿連寺団地 
 

  



65 

 

③２次判定結果（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

・「２次判定－①」及び「２次判定－②」の結果を総合的に勘案し、事業手法の仮設定を行う。 
 

【判定結果】 

維持管理 

逆井団地 

東十余二団地 

市営北柏（B,C,D棟） 

塚崎団地 

（1,2,3,4号棟） 

改善 

逆井第2団地 

東十余二団地 

市営北柏（A,B,C,D棟） 

市営北柏（E棟） 

塚崎団地 

建替 

根戸団地 

高田団地 

向原団地 

高野台改良住宅団地 

用途廃止 宿連寺団地 

 

 

改善不要 改善が必要 

優先的な 

対応が必要 

（改善可能） 

優先的な 

対応が必要 

(改善不可能) 

継続管理 

する団地 

1 

維持管理 

2 

改善 

3 

建替 

4 

優先的な改善 

5 

優先的 

な建替 

6 

優先的な建替 

逆井団地 

東十余二団地 

市営北柏 

（B,C,D棟） 

塚崎団地 

（5,6,7,8,9号棟） 

逆井第2団地 

市営北柏 

（A,E棟） 

塚崎団地 

(1,2,3,4号棟) 

根戸団地 

高田団地 

向原団地 

高野台改良 

住宅団地 

   

計 248戸 142戸 326戸 － － － 

当面管理 

する団地 

(建替を前

提 と し な

い) 

7 

当面維持 

管理 

8 

用途 

廃止 

9 

改善し当面 

維持管理 

10 

用途廃止 

11 

優先的に改善し 

当面維持管理 

12 

優先的 

な用途 

廃止 

13 

優先的な 

用途廃止 

   宿連寺団地    

計 － － － 32戸 － － － 
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６ ３次判定 

・以下の３段階の検討により、計画期間に実施する事業手法を決定する。 
 

① 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

・１次判定・２次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業

手法に判定された住棟が混在する団地は、効率的な事業実施のため、必要に応じて建替や改

善等の事業手法を再判定する。 

・併せて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行う。 
 

ア. 団地単位での効率的な事業実施に関する検討 

・改善、建替と判定された住棟が混在する団地における判定変更のメリット・デメリットを整

理した上での判定見直しを検討する。 

・改善事業の実施時期を分散させることが妥当な場合、もしくは同時期に実施することによる

コストダウンを図る場合など、団地単位で判定結果を俯瞰し、より効率的な事業実施に向け

て検討する。 
 

イ. 集約・再編等に関する可能性の検討 

・一定の地域において、地域の実情を踏まえて集約・再編等の可能性を検討する。 

・一定の地域において、複数の建替事業を実施する際には、事業実施の順序を工夫し、入居者

の仮移転を減少させるなど、地域単位で判定結果を俯瞰し、再編・集約の可能性、事業実施

時期等について検討する。 
 

ウ. 地域ニーズへの対応等の総合的な検討 

・地域ニーズに応じた施設導入、地域におけるソーシャルミックスの実現等のため、総合的な

検討を行い、事業の内容や実施時期等を設定する。 

●まちづくりの視点 

・建替事業を行う場合は、地域ニーズに応じた医療・福祉施設や生活支援施設等の導入につ

いて検討する。 

・建替と判定された団地周辺において、住宅市街地整備総合整備事業が予定されている場合

や、都市計画道路等のインフラ整備が予定されている場合等は、それらの整備事業と連携

した団地の建替を検討する。 

・団地の周辺道路の拡幅整備や地域に不足する公園・広場等の整備、地域の歩行者ネット

ワークの形成等をまちづくりの視点から検討する。 

●地域単位の視点・他の事業主体等との連携の視点 

・一定の地域において、複数の団地が存在する場合や、他の事業主体が管理する公営住宅や

他の公的賃貸住宅が存する場合は、他の住宅との敷地の交換等による効率的な事業実施や、

地域におけるソーシャルミックス等を検討する。 

・地域のニーズに応じた医療・福祉施設や生活支援施設等の導入に向けて、民間事業者等と

調整し、事業の実施時期等を設定する。 

・建替による直接供給以外にも、市営住宅の総管理戸数を減少させながら、民間活力の積極

的な活用を通じた適正な管理戸数の確保についても検討する。 
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エ. 上位関連計画との整合性を踏まえた検討 

・上位関連計画である柏市公共施設等総合管理計画等における各団地の位置付け等との整合性

を踏まえて、建替・用途廃止の検討を行う。 

 

【判定結果】 

・市の公共施設等総合管理計画において、老朽化が進んでいることから廃止の方向で検討が

進められている根戸団地、宿連寺団地、向原団地、高野台改良住宅団地については、耐用

年数を迎えるまでの間は適正な維持管理を行い、引き続き廃止に向けた検討を行う。また、

上記４団地以外の市営住宅については、修繕周期に合わせて適切な改善事業を実施し、維

持管理する。 
 

表 中長期の管理戸数の見通し 

 現在の管理戸数

（2018 年） 

計画最終年 

（2028 年） 
2048 年 

【2048 年までに耐用年数を経過する団地】 

根戸団地 152 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数を超過 

宿連寺団地 32 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数を超過 

高田団地 54 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数を超過 

向原団地 24 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数を超過 

高野台改良住宅

団地 
96 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数を超過 

【参考：2048 年までに耐用年数が経過しない団地】 

逆井団地 72 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数の 1/2 を超過 

逆井第 2 団地 12 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数の 1/2 を超過 

東十余二団地 24 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数の 1/2 を超過 

市 営 北 柏

（A,B,C,D 棟） 
142 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数の 1/2 を超過 

市 営 北 柏 （ E

棟） 

40 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数の 1/2 を超過 

塚崎団地 136 戸 耐用年数の 1/2 を超過 耐用年数の 1/2 を超過 

【参考：既に用途廃止に向けた取組みが始まっている団地】 

戸張団地 1 戸 耐用年数を超過 耐用年数を超過 

高柳第 3 団地 48 戸 耐用年数を超過 耐用年数を超過 

合計管理戸数 784 戸 784 戸 426 戸 

目標管理戸数 784 戸 672 戸 672 戸（246 戸不足） 
 

・この不足戸数への対応については、家賃債務保証や住宅確保給付金の給付など、市営住

宅を補完する制度として、民間の賃貸住宅を活用した住宅支援の方策を視野にいれた

検討を柏市住生活基本計画の見直しに併せて検討する必要がある。 
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計画修繕 

逆井団地 

東十余二団地 

市営北柏（B,C,D棟） 

塚崎団地 

（1,2,3,4号棟） 

個別改善 

根戸団地 

宿連寺団地 

高田団地 

逆井第2団地 

東十余二団地 

市営北柏（A棟） 

市営北柏（E棟） 

塚崎団地 

向原団地 

高野台改良住宅団地 

用途廃止 
戸張団地 

高柳第３団地 

※用途廃止に伴い、需要に対して不足する戸数の供給方法については、柏市住生活基本計画

の見直しにおいて検討する。 
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② 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

・中長期の期間（30 年程度）に想定される新規整備事業、改善事業、建替事業等に係る年度

別事業費を試算し今後の見通しを立て、事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果

に問題がある場合は将来にわたる事業実施が可能となるよう事業実施時期を調整し、改めて

試算し問題がないか確認を行い、新規整備事業、改善事業、建替事業等の実施時期を決定す

るとともに、年度別事業費を試算する。 

【判定内容】 

ア. 事業費の試算 

・中長期の期間（30 年程度）における、全ての新規整備事業、改善事業、建替事業、用途廃

止事業にかかる費用を概算する。 

 

イ. 事業実施時期の調整 

・事業費試算の結果、一定の時期に事業費が集中するなど円滑に事業を実施することが困難と

判定される場合は、事業実施時期を調整する。 

・将来的な予算確保が可能であるか、年度別事業量が人員体制等の面で実状と乖離していない

か等を検討し、最終的に事業実施時期や年度別事業費を決定する。 

 

【判定結果】 

●事業費の試算 

・事業費の試算に当たっては、以下の条件を設定し、算定した。 

工事種目 住宅 内容 単価 

■改善事業 

屋上防水及び 

外壁改修 

計画対象のうち 

中層耐火構造の全て 

シート防水及び 

外壁塗装 
201万円/戸 ※1 

計画対象のうち 

高層耐火構造の全て 

シート防水及び 

外壁塗装 
208万円/戸 ※2 

※１ 2019 （令和元）年の塚崎団地、高野台改良住宅団地、2020（令和

2）年の塚崎団地、根戸団地、2023（令和4）年の宿連寺団地、向原

団地の工事単価を参考に物価補正を行い201万円/戸を設定。 

※2 2020年（令和2）年の市営北柏E棟の工事単価を参考に物価補正を行い

208万円/戸を設定 

■修繕事業 

修繕事業 計画対象全て  2,500万円/年 

※LCCから修繕費用を算定 
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表 LCC から修繕費用を算定した場合                       単位：百万円 

 計画期間内 10 年（2019～2028 年度） 計画期間後 20 年 

（2028年度以降） 

合計 

前期５年 前期５年 

改善費用 676.9 112.6 1235.7 2,025.2 

修繕費用 125.1 125.1 381.8 632.0 

合計 802.1 237.7 1617.5 2657.2 

        ※2028年度以降の改善事業については、次期見直し段階で再度検討する。 

 

表 現地調査等の結果を踏まえた事業実施時期の想定 

 計画期間内（2018～2027 年度） 

前期５年 後期５年 

根戸団地 
・屋上防水（６号棟） 

・外壁塗装（６号棟） 

 

宿連寺団地 
・屋上防水 

・外壁塗装 

 

高田団地   

逆井団地 
 ・屋上防水（14 号棟） 

・外壁塗装（14 号棟） 

逆井第 2 団地 
 ・屋上防水 

・外壁塗装 

東十余二団地   

市営北柏 
・屋上防水（A,E 棟） 

・外壁塗装（A,E 棟） 

・屋上防水（Ｃ,D 号棟） 

・外壁塗装（Ｃ,D 号棟） 

塚崎団地 
・屋上防水（5,6,7,8,9 号棟） 

・外壁塗装（5,6,7,8,9 号棟） 

・屋上防水（1,２号棟） 

・外壁塗装（1,２号棟） 

向原団地 
・屋上防水 

・外壁塗装 

 

高野台改良住宅団地 
・屋上防水（2,3,4 号棟） 

・外壁塗装（2,3,4 号棟） 

 

 

●事業実施時期の調整 

・当初５年間に事業が集中するが、現地調査の結果や修繕周期の観点から早急な事業実施が

求められるものであるため、予防保全型維持管理の観点から事業の実施時期の調整は行わ

ない。 
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③ 中長期的な管理の見通し 

・各団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見通しを示した概ね 30 年程度の中長期的な管理

の見通しを示す。 

 
2018 年 

2019 年- 

2028 年 

2029 年- 

2038 年 

2039 年- 

2048 年 

根戸団地 152 戸 個別改善 個別改善 耐用年数超過 

宿連寺団地 32 戸 個別改善 計画修繕 耐用年数超過 

高田団地 54 戸 計画修繕 個別改善 耐用年数超過 

逆井団地 72 戸 計画修繕 個別改善 計画修繕 

逆井第 2 団地 12 戸 個別改善 計画修繕 個別改善 

東十余二団地 24 戸 計画修繕 個別改善 計画修繕 

市営北柏 

（A,B,C,D 棟） 
142 戸 個別改善 個別改善 個別改善 

市営北柏（E 棟） 40 戸 個別改善 計画修繕 個別改善 

塚崎団地 136 戸 個別改善 個別改善 個別改善 

向原団地 24 戸 個別改善 計画修繕 耐用年数超過 

高野台改良住宅団地 96 戸 個別改善 耐用年数超過 － 

【参考：既に用途廃止に向けた取組みが始まっている団地】 

戸張団地 1 戸 用途廃止 － － 

高柳第 3 団地 48 戸 用途廃止 － － 

 

注：2028 年以降の改善事業の実施の可否については、次期見直しにおいて検討する。 
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④ 計画期間における事業手法の決定 

・計画期間における事業手法は以下の通りとする。 

 計画期間内における維持管理等の考え方 事業手法 

高田団地 

適切な維持管理を行いつつ、退去時修繕実施 計画修繕 東十余二団地 

逆井団地 

根戸団地 

長寿命化型工事（外壁改修及び屋上防水改修）の改

善事業及び退去時修繕を実施 
個別改善 

宿連寺団地 

向原団地 

高野台改良住宅団地 

逆井第 2 団地 

市営北柏（A,B,C,D 棟） 

市営北柏（E 棟） 

塚崎団地 

 

７ 団地別・住棟別事業手法の選定 

・１次判定から３次判定を踏まえ、計画期間内における団地別・住棟別事業手法は以下のとお

りとする。 

表 市営住宅等ストックの事業手法別戸数表 

 1～5年目 6～10年目 合計 

市営住宅等管理戸数 833戸 833戸 － 

 うち市営住宅等 833戸 833戸 － 

 うち特公賃住宅 0戸 0戸 － 

 うち定住促進住宅 0戸 0戸 － 

 ・新規整備事業予定戸数 0戸 0戸 0戸 

 ・維持管理予定戸数 784戸 784戸 － 

  うち計画修繕対応戸数 450戸 772戸 － 

  うち改善事業予定戸数 334戸 12戸 346戸 

   個別改善事業予定戸数 334戸 12戸 346戸 

   全面的改善事業予定戸数 0戸 0戸 0戸 

 ・建替事業予定戸数 0戸 0戸 0戸 

 ・用途廃止予定済み戸数 49戸 49戸 

・市営住宅棟管理戸数８３３戸のうち、戸張団地１戸、高柳第３団地４８戸については、既に

用途廃止済みである。また、高柳第３団地については、代替団地（塚崎団地）が確保されて

おり、耐用年数も超過していることから、将来的な需要増も見込まれないため、維持管理予

定戸数には含めていない。  
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第４章 点検の実施方針 

・国は、全対象施設に対する点検・診断を実施し、その結果に基づく必要な対策を行うととも

に、点検・診断結果や対策履歴等の情報を記録し、次の点検・診断等へ活用する「メンテナ

ンスサイクル」を構築することとしている。 

・本市においても、全ての住棟を対象に定期点検と日常点検を実施する。定期点検は３年に一

度行うものとし、建築基準法第 12 条第２項の規定と同程度の適切な点検を実施し、ストッ

クの状況把握を行う。 

・日常点検は、年に一度程度を目安として、建築基準法第１２条第４項の規定と同程度の適切

な点検を実施することを基本とする。 

・不具合等があることが判明した場合は、詳細調査を実施するなど適切な対応を行い、建物の

安全性を確保する。また、住戸内部については、居住者の入退去時等において点検を行うも

のとする。 

・昇降機の点検は、2016（平成 28）年２月に国土交通省住宅局建築指導課が公表した「昇

降機の適切な維持管理に関する指針」等を参考として、適切に維持管理を行う。 

・定期点検の結果や日常点検の結果は、それぞれデータベースに記録し、修繕・維持管理の的

確な実施や次回の点検・診断に活用していく。 

図 市営住宅等のメンテナンスサイクル（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公営住宅等維持管理データベース操作マニュアル    

  

 

点検 

○定期点検 

→建築基準法第 12 条に基づ

く法定点検及び同様の点検 

○日常点検 

→日常的な保守点検 

 

データベースによる情報の一元管理 

○点検履歴データベース 

①点検結果（所見の有無

等） 

②実施時期 

③現在の仕様、設置年度 

④部材等の標準周期、更

新予定時期 

○工事履歴データベース 

①工事年度 ②工事種類 

③工事金額 ④工事名称 

⑤施工業者 

⑥工事の対象、内容、仕様 

⑦計画修繕項目の数量、単価 

⑧前回更新年度 

 

 

○長期修繕計画の作成 

・建替又は用途廃止の

時期を迎えるまでの

間における計画修繕

の実施時期を定めた

計画 

○公営住宅等長寿命化計画の作成 

【計画期間：10 年間以上】 

・計画期間における事業手法と事

業プログラムを明らかにする計画 

・修繕・改善・建替に係る実施方

針を位置付け 

○短期的な計画調整【毎年度】 

・計画修繕の予定時期を迎えた部位、住棟の中での優先順位づけ 

・経常修繕の実施 

計画 

調整 

（整合図る） 

 

工事 

○計画修繕 

○経常修繕 

○空室修繕 

○保守（工事

を伴わない

もの） 

記録 

記録 

参照 

最新情報に基づいて、計画的・効率的に点検を実施 

参照 

判断 

反映 

予算 

措置 

記録 
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表 （参考）日常点検項目一覧 

 点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

建

築

物 

１ 

敷地及

び地盤 

ア）地盤 ・地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 ● 

イ）敷地 ・敷地内の排水の状況 ● 

ウ）敷地内の通路 ・敷地内の通路の支障物の状況 ● 

エ）塀 ・組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀

等の劣化及び損傷の状況 

● 

・金属フェンス等の劣化及び損傷の状況  

オ）擁壁 ・擁壁の劣化及び損傷の状況 ● 

・擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 ● 

カ）屋外工作物 ・遊具、ベンチ等の劣化及び損傷の状況  

キ）屋外電気設備 ・外灯の不具合、劣化及び損傷の状況  

ク）通路・車路 ・平面駐車場の劣化及び損傷の状況  

・車路・歩道、スロープ、屋外階段の劣化及び損傷

の状況 

 

ケ）付属施設 ・自転車置場、ゴミ集積所等の劣化及び損傷の状況  

２ 

建築物

の外部 

ア）基礎 ・基礎の沈下等の状況 ● 

・基礎の劣化及び損傷の状況 ● 

イ）土台 ・土台の沈下等の状況 ● 

・土台の劣化及び損傷の状況 ● 

ウ）外壁（躯体等） ・木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ● 

・補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及

び損傷の状況 

● 

・ＰＣａ鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び

損傷の状況 

 

・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造

の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 

● 

エ）外壁 

（外装仕上げ材等） 

・塗り仕上げ、タイル、石貼り等（乾式工法による

ものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 

● 

（塗り仕上げ

を除く） 

・金属系パネルの劣化及び損傷の状況 ● 

・コンクリート系パネルの劣化及び損傷の状況 ● 

・窯業系サイディングの劣化及び損傷の状況  

・シーリングの劣化及び損傷の状況  

オ）外壁 

（窓サッシ等） 

・サッシ等の劣化及び損傷の状況 ● 

カ）建具 ・共用部ドア、住戸玄関ドアの劣化及び損傷の状況  

・シャッター（防火シャッター含む）、メーター

ボックス扉、パイプスペース扉等の枠及び建具の

劣化及び損傷の状況 

 

キ）金物類 ・落下防護庇の劣化及び損傷の状況  

・集合郵便受、掲示板等、室名札の劣化及び損傷の

状況 

 

出典：公営住宅等日常点検マニュアル 
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点検部位 点検項目 

法定点検

対象 

建

築

物 

３ 

屋上及

び屋根 

ア）屋上面、屋上回

り 

・屋根の劣化及び損傷の状況 ● 

・雨樋の劣化及び損傷の状況  

イ）屋根 ・屋根の劣化及び損傷の状況 ● 

４ 

避難施

設等 

ア）廊下（共用廊

下） 

・物品の放置の状況 ● 

・手すりの劣化及び損傷の状況  

・床の劣化及び損傷の状況  

・壁・柱・梁の劣化及び損傷の状況  

・天井・軒裏の劣化及び損傷の状況  

イ）出入口 ・物品の放置の状況 ● 

ウ）バルコニー ・手すり等劣化及び損傷の状況 ● 

・物品の放置の状況 ● 

・隔て板、物干し金物等の劣化及び損傷の状況  

・床・壁・柱・梁・天井の劣化及び損傷の状況  

エ）階段 ・物品の放置の状況 ● 

・階段各部の劣化及び損傷の状況 ● 

建

築

設

備 

１ 

給水設

備及び

排水設

備 

ア）飲料用配管及び

排水配管（隠蔽部分

及び埋設部分を除

く） 

・配管の腐食及び漏水の状況 ● 

イ）給水タンク等、

給水ポンプ 

・給水タンク等の腐食及び漏水の状況 ● 

ウ）排水設備（隠蔽

部分及び埋設部分を

除く） 

・屋内雑排水管、汚水管、雨水管の腐食及び漏水の

状況 

 

出典：公営住宅等日常点検マニュアル 
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第５章 計画修繕の実施方針 

１ 修繕項目と周期 

・建物を長期にわたって良好に維持管理していくためには、建物の内外装・設備等の経年劣化

に応じて、適時適切な修繕を実施していくことが重要であり、そのためには、修繕の内容や

時期等についてあらかじめ計画した長期修繕計画を定めておくことが必要である。 

 

２ 計画修繕の実施方針 

・建物を長期にわたって良好に維持管理していくためには、点検結果等を踏まえた予防保全的

な観点から屋上防水や外壁塗装等の計画修繕の実施や、建物の設備等の劣化状況に応じた修

繕を計画的に実施することが必要である。そのため、修繕項目と周期に基づき、定期点検や

日常点検の結果を踏まえ、屋上防水や外壁塗装等、予防保全が必要な部位については優先的

に修繕を行い、点検の結果、建物の安全性等が確保された場合は修繕の実施時期を延期する

など柔軟に対応しながら修繕を実施する。なお、屋上防水や外壁塗装等の修繕のうち、改善

事業で実施可能なものについては可能な限り改善事業で実施し、建物の長寿命化を図るもの

とする。 

・修繕内容によっては、同時に実施することでコスト縮減や居住者への負担軽減が図られるこ

とや、同一団地内で一斉に行うことでコスト縮減を図ることも考えられることから、修繕を

実施する際には、他の修繕が実施可能かどうかを検討した上で実施する。 

・用途廃止対象住棟や建替予定住棟については、供用期間を踏まえ、原則として計画修繕は実

施せず、他の住棟を優先して実施する。 

・修繕の内容は、点検結果と同様に、履歴の整理や修繕データを蓄積し、次の点検や修繕に活

かすものとする。 
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表 （参考）公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（2016（平成28）年8月）に記載されている修繕周期表 
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第６章 改善事業の実施方針 

１ 改善事業の実施方針 

・計画期間内に実施する改善事業は、以下の方針に基づき実施する。 

 

① 長寿命化型 

・一定の居住性や安全性等が確保されており、長期的な活用を図る住棟において、市営住宅等

の劣化防止、耐久性向上及び維持管理の容易化の観点から、予防保全的な改善を行う。 

② 安全性確保型 

・耐震性，耐火性等安全性を確保するための改善を行う。 

 

【改善事業の実施内容】 

・外壁の耐久性安全性向上（外壁改修） 

・屋上の耐久性向上（屋上防水改修） 

・エレベーターの安全性向上（エレベーター改修） 

・給水設備の改修（給水タンクの更新等） 
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２ 改善事業の実施スケジュール 

・計画期間内における改善事業のスケジュールは、以下の通りとする。 

 

表 改善事業のスケジュール 

 
注）①   ：外壁の耐久性安全性向上（外壁改修） 

② ：屋上の耐久性向上（屋上防水改修） 

③ ：エレベーターの安全性向上（エレベータ 

④ ：給水設備の改修（給水タンクの更新等） 

  ：改善事業実施予定年度  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

5

6 ①②

7

8

宿連寺団地 9 ①②

10 ④ ④

11 ④ ④

12 ④ ④

13 ④

14
①② ①② ①②

2029まで

①②④

15

16 ④

逆井第2団地 17
①② ①② ①② ①② ①②④

1 ④ ④

2 ④ ④

A ①② ④ ④

B
③ ③④

　2030まで

③④

C
①②④

　2031ま

で

①②④

D
①② ①②④

2030まで

①②④

E ①②
③

　2031ま

で

③

1
2032まで

①②

2
2032まで

①②

3

4

5 ①②

6 ①②

7 ①②

8 ①②

9 ①②

向原団地 ①②

1

2
①② ①② ①② ①② ①②

3
①② ①② ①② ①② ①②

4 ①②

年度

団地名
住棟
番号

高野台改良
住宅団地

根戸団地

高田団地

東十余ニ団地

市営北柏

塚崎団地

逆井団地
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第７章 建替事業等の実施方針 

・今回建替は行わない方針であるが、検討を進める中で建替案が持ち上がった際の参考資料と

して以下に一般的な供給方法を記載する。 

 

①地方公共団体による直接建設 整備費の地方公共団体負担を起債により調達し家賃等

により償還 

②買取公営住宅 整備費の地方公共団体負担を起債により調達し家賃等

により償還 

③借上公営住宅 民間事業者が資金調達し、借上料を地方公共団体が支

払う 

④ＢＯＴ方式公営住宅 民間事業者が整備費を資金調達し、国の補助と地方公

共団体の分割払いで支払う 

⑤ＢＯＴ方式公営住宅 

（民間直接補助） 

民間事業者が整備費を資金調達し、国の補助と地方公

共団体の分割払いで支払う 

⑥空家等の登録制度 空家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

として賃貸人が登録 

※構造・設備・床面積等の登録基準への適合が必要 

※改修費を国・地方公共団体が補助 

※地域の実情に応じて、要配慮者の家賃債務保証料や

家賃低廉化に国・地方公共団体が補助 等 

 

・国では、厳しい財政状況の中、民間の資金・知恵等を活用し、真に必要な社会資本の整備・

維持管理・更新を着実に実施するとともに、民間の事業機会の拡大による経済成長を実現し

ていくために、ＰＰＰ／ＰＦＩを積極的に推進していくこととしており、事業の検討段階に

おいても、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入可能性検討調査については交付金対象となっている。

そのため、官民連携を推進し民間の活力を活用しながら整備を行うために、柏市住生活基本

計画の見直しにおいて、具体的な事業手法の検討を行うこととする。 
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第８章 長寿命化のための事業実施予定一覧 

１ 計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

  【
様
式
１
】
計
画
修
繕
・
改
善
事
業
の
実
施
予
定
一
覧

公
営
住
宅

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

地
優
賃

（
公
共
供
給
）

改
良
住
宅

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

法
定
点
検

法
定
点
検
に

準
じ
た
点
検

2
0
1
9

（
R
1
）

2
0
2
0

（
R
2
）

2
0
2
1

（
R
3
）

2
0
2
2

（
R
4
）

2
0
2
3

（
R
5
）

2
0
2
4

（
R
6
）

2
0
2
5

（
R
7
）

2
0
2
6

（
R
8
）

2
0
2
7

（
R
9
）

2
0
2
8

（
R
1
0
）

根
戸
団
地

5
4
0

中
耐

S
4
3

根
戸
団
地

6
4
0

中
耐

S
4
4

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
9
0
4

根
戸
団
地

7
4
0

中
耐

S
4
5

根
戸
団
地

8
3
2

中
耐

S
4
7

宿
連
寺
団
地

9
3
2

中
耐

S
4
9

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
6
7
4

高
田
団
地

1
0

1
8

中
耐

S
5
1

高
田
団
地

1
1

1
8

中
耐

S
5
2

高
田
団
地

1
2

1
8

中
耐

S
5
3

注
１
）
対
象
数
が
多
い
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
複
数
枚
作
成
す
る
。

注
２
）
Ｌ
Ｃ
Ｃ
縮
減
効
果
欄
は
、
長
寿
命
化
型
改
善
事
業
、
又
は
全
面
的
改
善
事
業
を
実
施
す
る
住
棟
に
関
し
て
記
載
す
る
。

住
棟

番
号

戸
数

建
設

年
度

修
繕
・
改
善
事
業
の
内
容

　
事
業
主
体
名
：

　
住
宅
の
区
分
：

L
C
C

縮
減
効
果

(
千
円
/

棟
・
年
)

備
考

団
地
名

柏
市

構
造

次
期
点
検
時
期
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【
様
式
１
】
計
画
修
繕
・
改
善
事
業
の
実
施
予
定
一
覧

公
営
住
宅

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

地
優
賃

（
公
共
供
給
）

改
良
住
宅

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

法
定
点
検

法
定
点
検
に

準
じ
た
点
検

2
0
1
9

（
R
1
）

2
0
2
0

（
R
2
）

2
0
2
1

（
R
3
）

2
0
2
2

（
R
4
）

2
0
2
3

（
R
5
）

2
0
2
4

（
R
6
）

2
0
2
5

（
R
7
）

2
0
2
6

（
R
8
）

2
0
2
7

（
R
9
）

2
0
2
8

（
R
1
0
）

逆
井

1
3

1
8

中
耐

S
5
4

逆
井

1
4

1
8

中
耐

S
5
5

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
5
8
5

逆
井

1
5

1
8

中
耐

S
5
6

逆
井

1
6

1
8

中
耐

S
5
7

逆
井
第
２

1
7

1
2

中
耐

S
6
2

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
0
5
6

東
十
余
二

1
1
2

中
耐

S
5
9

東
十
余
二

2
1
2

中
耐

S
5
9

注
１
）
対
象
数
が
多
い
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
複
数
枚
作
成
す
る
。

注
２
）
Ｌ
Ｃ
Ｃ
縮
減
効
果
欄
は
、
長
寿
命
化
型
改
善
事
業
、
又
は
全
面
的
改
善
事
業
を
実
施
す
る
住
棟
に
関
し
て
記
載
す
る
。

次
期
点
検
時
期

修
繕
・
改
善
事
業
の
内
容

L
C
C

縮
減
効
果

(
千
円
/

棟
・
年
)

備
考

　
事
業
主
体
名
：

柏
市

　
住
宅
の
区
分
：

団
地
名

住
棟

番
号

戸
数

構
造

建
設

年
度
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【
様
式
１
】
計
画
修
繕
・
改
善
事
業
の
実
施
予
定
一
覧

公
営
住
宅

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

地
優
賃

（
公
共
供
給
）

改
良
住
宅

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

法
定
点
検

法
定
点
検
に

準
じ
た
点
検

2
0
1
9

（
R
1
）

2
0
2
0

（
R
2
）

2
0
2
1

（
R
3
）

2
0
2
2

（
R
4
）

2
0
2
3

（
R
5
）

2
0
2
4

（
R
6
）

2
0
2
5

（
R
7
）

2
0
2
6

（
R
8
）

2
0
2
7

（
R
9
）

2
0
2
8

（
R
1
0
）

市
営
北
柏

A
4
0

高
耐

H
3

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
3
,
2
2
1

市
営
北
柏

B
5
1

高
耐

H
9

市
営
北
柏

C
3
3

高
耐

H
6

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
3
,
3
4
0

市
営
北
柏

D
1
8

中
耐

H
6

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
8
2
2

市
営
北
柏

E
4
0

高
耐

H
1
2

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
5
,
1
8
5

市
営
北
柏

A
4
0

高
耐

H
3

市
営
北
柏

B
5
1

高
耐

H
9

E
V
改

修
（

安
全

性
確

保
）

市
営
北
柏

C
3
3

高
耐

H
6

市
営
北
柏

E
4
0

高
耐

H
1
2

E
V
改

修
（

安
全

性
確

保
）

注
１
）
対
象
数
が
多
い
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
複
数
枚
作
成
す
る
。

注
２
）
Ｌ
Ｃ
Ｃ
縮
減
効
果
欄
は
、
長
寿
命
化
型
改
善
事
業
、
又
は
全
面
的
改
善
事
業
を
実
施
す
る
住
棟
に
関
し
て
記
載
す
る
。

　
事
業
主
体
名
：

柏
市

　
住
宅
の
区
分
：

団
地
名

住
棟

番
号

戸
数

構
造

建
設

年
度

次
期
点
検
時
期

修
繕
・
改
善
事
業
の
内
容

L
C
C

縮
減
効
果

(
千
円
/

棟
・
年
)

備
考
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【
様
式
１
】
計
画
修
繕
・
改
善
事
業
の
実
施
予
定
一
覧

公
営
住
宅

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

地
優
賃

（
公
共
供
給
）

改
良
住
宅

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

法
定
点
検

法
定
点
検
に

準
じ
た
点
検

2
0
1
9

（
R
1
）

2
0
2
0

（
R
2
）

2
0
2
1

（
R
3
）

2
0
2
2

（
R
4
）

2
0
2
3

（
R
5
）

2
0
2
4

（
R
6
）

2
0
2
5

（
R
7
）

2
0
2
6

（
R
8
）

2
0
2
7

（
R
9
）

2
0
2
8

（
R
1
0
）

塚
崎

1
1
4

中
耐

H
7

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
4
9
7

塚
崎

2
1
2

中
耐

H
7

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
2
8
3

塚
崎

3
1
2

中
耐

H
7

塚
崎

4
1
2

中
耐

H
8

塚
崎

5
2
0

中
耐

H
8

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
9
9
5

塚
崎

6
1
2

中
耐

H
9

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
2
1
8

塚
崎

7
2
4

中
耐

H
9

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
2
,
4
3
7

塚
崎

8
2
4

中
耐

H
1
0

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
2
,
4
4
6

塚
崎

9
6

中
耐

H
1
1

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
6
3
5

注
１
）
対
象
数
が
多
い
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
複
数
枚
作
成
す
る
。

注
２
）
Ｌ
Ｃ
Ｃ
縮
減
効
果
欄
は
、
長
寿
命
化
型
改
善
事
業
、
又
は
全
面
的
改
善
事
業
を
実
施
す
る
住
棟
に
関
し
て
記
載
す
る
。

次
期
点
検
時
期

修
繕
・
改
善
事
業
の
内
容

L
C
C

縮
減
効
果

(
千
円
/

棟
・
年
)

備
考

　
事
業
主
体
名
：

柏
市

　
住
宅
の
区
分
：

団
地
名

住
棟

番
号

戸
数

構
造

建
設

年
度
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【
様
式
１
】
計
画
修
繕
・
改
善
事
業
の
実
施
予
定
一
覧

公
営
住
宅

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

地
優
賃

（
公
共
供
給
）

改
良
住
宅

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

法
定
点
検

法
定
点
検
に

準
じ
た
点
検

2
0
1
9

（
R
1
）

2
0
2
0

（
R
2
）

2
0
2
1

（
R
3
）

2
0
2
2

（
R
4
）

2
0
2
3

（
R
5
）

2
0
2
4

（
R
6
）

2
0
2
5

（
R
7
）

2
0
2
6

（
R
8
）

2
0
2
7

（
R
9
）

2
0
2
8

（
R
1
0
）

向
原

2
4

中
耐

S
4
6

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
1
,
1
2
4

高
野
台
改
良

住
宅

1
2
4

中
耐

S
3
9

高
野
台
改
良

住
宅

2
2
4

中
耐

S
4
0

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
9
5
9

高
野
台
改
良

住
宅

3
2
4

中
耐

S
4
1

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
9
0
4

高
野
台
改
良

住
宅

4
2
4

中
耐

S
4
2

外
壁

塗
装

屋
上

防
水

(
長

寿
命

)
8
8
8

注
１
）
対
象
数
が
多
い
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
複
数
枚
作
成
す
る
。

注
２
）
Ｌ
Ｃ
Ｃ
縮
減
効
果
欄
は
、
長
寿
命
化
型
改
善
事
業
、
又
は
全
面
的
改
善
事
業
を
実
施
す
る
住
棟
に
関
し
て
記
載
す
る
。

次
期
点
検
時
期

修
繕
・
改
善
事
業
の
内
容

L
C
C

縮
減
効
果

(
千
円
/

棟
・
年
)

備
考

　
事
業
主
体
名
：

柏
市

　
住
宅
の
区
分
：

団
地
名

住
棟

番
号

戸
数

構
造

建
設

年
度
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２ 新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧 

 

  

【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧

　事業主体名：

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅

法定点検
法定点検に
準じた点検

注）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

千葉県　柏市

LCC
（千円/年）

その他（　　　　　　　　　　）

次期点検時期

備考
新規又は建
替整備予定

年度
団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度
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３ 共同施設に係る事業の実施予定一覧 

 

  

【
様
式
３
】
共
同
施
設
に
係
る
事
業
の
実
施
予
定
一
覧
（
集
会
所
・
遊
具
等
）

公
営
住
宅

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

地
優
賃

（
公
共
供
給
）

改
良
住
宅

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

法
定
点
検

法
定
点
検
に

準
じ
た
点
検

2
0
1
9

（
R
1
）

2
0
2
0

（
R
2
）

2
0
2
1

（
R
3
）

2
0
2
2

（
R
4
）

2
0
2
3

（
R
5
）

2
0
2
4

（
R
6
）

2
0
2
5

（
R
7
）

2
0
2
6

（
R
8
）

2
0
2
7

（
R
9
）

2
0
2
8

（
R
1
0
）

注
）
対
象
数
が
多
い
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
複
数
枚
作
成
す
る
。

　
事
業
主
体
名
：

備
考

維
持
管
理
・
改
善
事
業
の
内
容

団
地
名

共
同
施
設
名

建
設
年
度

次
期
点
検
時
期

千
葉
県
　
柏
市

　
住
宅
の
区
分
：
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第９章 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

１ ライフサイクルコストとその縮減効果算出の考え方 

① 基本的な考え方 

・策定指針におけるライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の考え方に基づき、新規整備及び

建替事業を実施する市営住宅等についてはライフサイクルコストを算出し、長寿命化型改善

事業を実施する市営住宅等については、ライフサイクルコストの縮減効果を算出する。 

 

② ライフサイクルコスト（LCC）の算出 

・策定指針に基づき、以下の方法にてライフサイクルコストを算出する。 

 

【算出の方法】 

・ＬＣＣ＝①建設費＋②改善費＋③修繕費＋④除却費 

①建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 

→2016(平成28)年度標準建設費（木造平屋建/多雪寒冷－Ⅱ）に現在価値化係数を乗じた値と

する。 

②改善費：想定される管理期間における改善工事費の見込み額から修繕費相当額を控除した額（改

善事業を実施することにより不要となる修繕費を控除した額） 

→木造での建設を予定し、改善費は想定しない。 

③修繕費：管理期間における修繕工事費の見込額 

→中耐階段室型の修繕費乗率を準用する。 

④除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込額 

→これまでの事例等を踏まえ、除去費については1,280千円/戸を見込む。 

なお、②、③、④は社会的割引率（４％）を適用して現在価値化する。 
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③ ライフサイクルコスト（LCC）縮減効果の算定方法 

・改定指針に基づき、以下の方法にてライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果を算出する。 

【算出の考え方】 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業を実施する場合、実施しない場合、それぞれ

の場合について評価期間中に要するコストを算出し、住棟単位で年あたりのコスト比較を行う。 

・算出に際しては、戸あたりコストを基に当該住棟の住戸数分を積算して、住棟あたりのコストを算

出する。 

・現時点以降、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）については、社会的割引率

４％／年を適用して現在価値化する。現在価値化の算出式は、次の通りとする。 

現時点以降の経過年数ａ年における「将来の改善費、修繕費、除却費」ｂの現在価値＝ｂ×ｃ 

ａ：現時点以降の経過年数 

ｂ：将来の改善費、修繕費、除却費 

ｃ：現在価値化係数 ｃ＝１÷（１＋ｄ）＾ａ 

ｄ：社会的割引率（0.04（４％）） 

【算出の手順】 

以下の手順でライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果を算出する。 

＜計画前モデル＞ 

①評価期間（改善非実施）Ａ 

・長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間 

②修繕費Ａ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記①評価期間（改善非実施）Ａ末までの各年の修繕

費を累積した費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

③建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第23条の率）。 

・ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建設費

で代用する。 

④除却費Ａ 

・評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善非実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑤計画前ＬＣＣ 

・計画前ＬＣＣ＝（③建設費＋②修繕費Ａ＋④除却費Ａ）÷①評価期間（改善非実施）Ａ（単位：円

／戸・年） 

＜計画後モデル＞ 

⑥計画期間（改善実施）Ｂ 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対象）及び公営住宅等長寿命化計画の計画

期間以後に想定される改善事業（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管

理期間） 

⑦修繕費Ｂ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）Ｂ末までの各年の修繕費

を累積した費用とする。 

・現時点以降の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

⑧長寿命化型改善費 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費及び公営住宅等長寿命化計画の計画期間以

降に想定される長寿命化型改善事業費の総額から修繕費相当額を控除した額。当該改善を複数回行

う場合はそれらの合計費用とする。 

・修繕費相当額の控除については、想定している長寿命化型改善項目に相当する「計画修繕項目の修

繕費乗率を除いて修繕費を算出すること（当該計画修繕項目の修繕費乗率を除いた修繕費乗率を推
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定再建築費に乗じて修繕費を算定すること）で対応している。 

・長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出する。 

⑨建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第23条の率）。

ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建設費

で代用する。 

⑩除却費Ｂ 

・評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑪計画後ＬＣＣ 

・計画後ＬＣＣ＝（⑨建設費＋⑧長寿命化型改善費＋⑦修繕費Ｂ＋⑩除却費Ｂ）÷⑥評価期間（改善

実施）Ｂ（単位：円／戸・年） 

＜ＬＣＣ縮減効果＞ 

⑫年平均縮減額 

・上記⑤、⑪より、年平均縮減額＝⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬住棟あたりの年平均縮減額 

・以上より算出した年平均縮減額は戸あたり額であり、これに当該住棟の住戸数分を積算して、住棟

あたりの年平均縮減額を算出する。年平均縮減額が＋であれば、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

縮減効果があると判断できる。 

 

図 ライフサイクルコストの算定イメージ 
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２ ライフサイクルコスト（LCC）とその縮減効果の算出 

・策定指針におけるライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の考え方に基づき、新規整備及び

建替事業を実施する市営住宅等についてはライフサイクルコストを算出し、長寿命化型改善

事業を実施する市営住宅等については、ライフサイクルコストの縮減効果を算出する。 

 

表 ライフサイクルコストの縮減効果 

団地名 
住棟 

番号 
建設年度 住戸数 

住棟当たりの 

年平均縮減額 

（円/棟・年） 

根戸団地 

5 1968（昭和 43）年度 40 戸 ― 

6 1969（昭和 44）年度 40 戸 1,903,730 

7 1970（昭和 45）年度 40 戸 ― 

8 1972（昭和 47）年度 32 戸 ― 

宿連寺団地 9 1974（昭和 49）年度 32 戸 1,674,164 

高田団地 

10 1976（昭和 51）年度 18 戸 ― 

11 1977（昭和 52）年度 18 戸 ― 

12 1978（昭和 53）年度 18 戸 ― 

逆井団地 

13 1979（昭和 54）年度 18 戸 ― 

14 1980（昭和 55）年度 18 戸 1,584,957 

15 1981（昭和 56）年度 18 戸 ― 

16 1982（昭和 57）年度 18 戸 ― 

逆井第 2 団地 17 1987（昭和 62）年度 12 戸 1,056,066 

東十余二団地 
1 1984（昭和 59）年度 12 戸 ― 

2 1984（昭和 59）年度 12 戸 ― 

市営北柏 

A 棟 1991（平成 3）年度 40 戸 3,220,766 

B 棟 1997（平成 9）年度 51 戸 ― 

C 棟 1994（平成 6）年度 33 戸 3,340,051 

D 棟 1994（平成 6）年度 18 戸 1,822,236 

E 棟 2000（平成 12）年度 40 戸 5,184,664 

塚崎団地 

1 1995（平成 7）年度 14 戸 1,497,127 

2 1995（平成 7）年度 12 戸 1,283,252 

3 1995（平成 7）年度 12 戸 ― 

4 1996（平成 8）年度 12 戸 ― 

5 1996（平成 8）年度 20 戸 1,994,546 

6 1997（平成 9）年度 12 戸 1,218,357 

7 1997（平成 9）年度 24 戸 2,436,713 

8 1998（平成 10）年度 24 戸 2,445,744 

9 1999（平成 11）年度 6 戸 634,721 

向原団地 － 1971（昭和 46）年度 24 戸 1,124,188 

高野台改良住宅団地 

1 1964（昭和 39）年度 24 戸 ― 

2 1965（昭和 40）年度 24 戸 958,689 

3 1966（昭和 41）年度 24 戸 904,095 

4 1967（昭和 42）年度 24 戸 888,107 
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その他 【資料編】 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料編 

①  個別施設計画（R8～１０） 

・・・・・・・・９６、９７ 
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〇個別施設計画（R8～１０） 

（千円） 

 

 

  

外壁

給排水 2,526 設 32,633 工 受水槽，高架水槽3基

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水 2,526 設 受水槽，高架水槽3基

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁 74,600 工

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水 高架水槽撤去済み

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水 2,117 設 20,715 工 受水槽，高架水槽

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水 2,515 設 31,072 工 受水槽，高架水槽2基

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水 2,117 設 16,317 工 受水槽，ポンプ

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水 2,526 設 48,949 工 受水槽3基，ポンプ3台

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 30,800 工

外壁 4,000 設 133,179 工

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁 3,924 設 76,380 工

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 30,800 工

市営北柏Ｄ棟 31

市営北柏Ｅ棟 24

市営北柏Ａ棟 34

市営北柏Ｂ棟 27

市営北柏Ｃ棟 31

市営住宅逆井団地１５号棟

市営住宅逆井団地１６号棟

45

44

44

43

市営住宅逆井団地１４号棟

市営住宅高田団地１１号棟 48

市営住宅高田団地１２号棟 46

市営住宅逆井団地１３号棟

施設建物名称 築年数 工事種別 備考

48市営住宅高田団地１０号棟

2026年 2027年 2028年

令和8年度 令和9年度 令和10年度

市営住宅逆井第２団地１７号棟 38

市営住宅東十余二団地１号棟 41

市営住宅東十余二団地２号棟 41



97 

 

 

（千円） 

 

 

 

外壁 5,000 設

給排水 受水槽1基，ポンプ3台

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

外壁

給排水

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

除却 4,557 設 258,128 工市営住宅高柳第３団地 56

市営住宅塚崎団地２号棟 30

市営住宅塚崎団地３号棟 30

市営住宅塚崎団地４号棟 29

市営住宅塚崎団地１号棟 30

施設建物名称 築年数 工事種別 備考
2026年 2027年 2028年

令和8年度 令和9年度 令和10年度


